
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



はじめに 
 

「大和郡山市第４次総合計画」を平成 28年度（2016 年度） 

に策定してから、10 年が経過しました。 

 

この間、少子高齢化の進行や人口減少といった従来からの

課題に加え、新型コロナウイルスの感染拡大やデジタル化の

進展、昨今では急激な物価上昇など、様々な問題や課題が生

じており、地方自治体はこれまで以上に柔軟かつ適切な対応

が求められております。 

 

このように目まぐるしく変化する社会に対応するため、これまでの 10 年間の取り組み

に対する点検・評価を行うとともに、時代背景を加味した、新たな「第５次総合計画」「第

３期総合戦略」を策定した次第です。 

 

「第５次総合計画」では、本市の将来像を「希望と誇りをつなぎ、新たな価値を生み出

す元気城下町
や ま と こ お り や ま

」と定め、豊かな自然や歴史・伝統を後世につなぐとともに、発想の転換や

市民との協働を通じて、地域の魅力や活力を高めることにより、新しい価値を生み出す

まちづくりを進めてまいります。 

「第３期総合戦略」では、人口減少が進む中、「大和郡山市人口ビジョン」を踏まえ、

2060 年において 52,400 人の人口規模を維持することを目標としました。その目標達成

に向け、今後５年間に重点的に取り組む戦略を策定し、本市の魅力や特性を活かしなが

ら、「まちのにぎわいづくり」と「持続可能なまちづくり」を進めてまいります。 

そのことが、地域やふるさとに誇りを持ち、自分たちのまちは自分たちで良くしてい

こうという「シビックプライド」の向上につながることを期待しているところです。 

 

また、様々な世代の市民はもちろんのこと、仕事や学業で本市に来る方、観光で来訪す

る方、本市を離れても応援してくれる方など、本市に関わる方 （々関係人口）にとって、

自分らしく過ごせる場所、応援したくなる場所となるようなまちをめざしてまいります。 

 

最後に、この計画の策定にあたり、市民意識調査やまちづくりワークショップ等にご

協力いただきました市民の皆様、また、種々お力添えをいただきました関係各位に対し

まして、心からお礼申し上げます。 

 

ありがとうございました。 

 

令和８年３月 

大和郡山市長 上田 清 
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第１章 計画策定の趣旨、位置づけ 

 

１．策定の趣旨 

「大和郡山市第４次総合計画」（以下、「第４次総合計画」という。）は、基本構想（平成 28 年度

（2016 年度）から令和７年度（2025 年度））と基本計画（前期：平成 28年度（2016年度）から令和

２年度（2020年度）、後期：令和３年度（2021年度）から令和７年度（2025 年度））を計画期間とし

ています。 

第４次総合計画は、「あふれる夢と希望と誇り 暮らしてみたくなる 元気城下町
やまとこお りやま

」とした「将来

像」を定め、その将来像を実現するための３つの「基本方針」、政策的に取り組む「戦略目標」など

で『基本構想』を形成しており、基本計画は基本構想で定めた将来像実現のための核となり先導的な

役割（重点的な取り組み）を果たす「リーディングプロジェクト」と、市民生活を支える「分野別の

取り組み」で構成されています。 

平成 28年度（2016 年度）から第４次総合計画がスタートしましたが、この間、大きく社会情勢が

変わっており、それに伴い各種法制度も創設、改正がなされています。とりわけ後期基本計画がスタ

ートした令和３年度（2021 年度）は新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い経済活動・

市民生活に大きな影響を与えました。そのほか、少子高齢化及び人口減少の進行をはじめ、大規模災

害の発生などによる安全・安心への意識の高まり、高度情報化の推進、地域共生社会の実現など、目

まぐるしく変化する社会への対応、高まる市民ニーズへの対応が求められています。 

基本構想及び後期基本計画が令和７年度（2025 年度）をもって終了することから、これまでの取

り組みに対する点検・評価を行い、かつ時代背景を加味した、新たな第５次総合計画（以下、「本計

画」という。）の策定が必要です。 
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２．計画の位置づけ 

 

１）行政運営の最上位としての計画 

本計画は、本市のまちづくりを進める上での最も基本となる計画であり、総合戦略をはじめとし

た様々な分野別計画の上位計画となります。 

このため、各分野の個別計画は、本計画で定めた将来像やまちづくりの基本目標等を踏まえた上

で、各分野での具体的な方向や事業を示す計画として位置づけます。 

 

２）市民をはじめとする様々な主体による参画と協働のまちづくりの指針としての計画 

市民誰にとっても心地よく、安心して住み続けられるまちを形成するには、行政のみならず市民

や企業、団体など、様々な主体の参画と協働によるまちづくりを進めなければいけません。 

ともにまちづくりを進めていくためにも、本計画で位置づけたまちの将来像を様々な主体と共有

し、ともによりよい大和郡山市を築く指針として位置づけます。 

 

３）計画的・効率的な行財政運営の指針としての計画 

持続可能なまちを実現するためには、将来発生しうるリスクを踏まえつつ、職員や資産等経営資

源を最大限効率的に活用し、必要となる公共サービスを市民に提供する、計画的・効率的な行財政運

営を実現するための指針としなければなりません。 

そのため、指標の設定から PDCAサイクルによる適切な進行管理ができる計画としていきます。 

 

４）まち・ひと・しごと創生総合戦略を包含した計画 

人口減少の克服と地方創生の推進に向けた「地方版総合戦略」と総合計画の関連は深いものとな

っており、第４次総合計画の基本構想で示していた「戦略目標」と「大和郡山市まち・ひと・しごと

創生総合戦略」も一体的なものとして位置づけてきました。 

令和４年 12 月にデジタルの力を活用して地方創生を加速化する「デジタル田園都市国家構想総合

戦略」が策定されました。 

本市における「第３期大和郡山市総合戦略」を本計画に包含するとともに、国の「デジタル田園都

市国家構想総合戦略」の観点も取り入れながら、まち全体の戦略として各種施策・事業の展開を図る

ものとします。 
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第２章 計画の構成と期間 

１．計画の構成 

本計画は、これまでと同様、「基本構想」と「基本計画」の２層構造とします。 

第５次総合計画の構成イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）基本構想＜計画期間 10 年間＞ 

本市がめざす将来像を明らかにし、計画期間におけるまちづくりの基本方針を示すものです。基

本構想に示す将来像は、市民や市が、それぞれの役割や責務を分担し、お互いに補完協働し合いなが

ら、自主性や自立性を確保した個性豊かなまちづくりを進めるための目標となります。 

 

２）基本計画＜計画期間５年間＞ 

基本構想で定めた分野別のまちづくりの基本方向を実現するため、行政の取り組みとして基本的

な施策を体系的に示した計画です。 

 

３）重点戦略（第３期総合戦略）＜計画期間５年間＞ 

基本構想の実現に向け、基本計画の内容を踏まえつつ、分野横断的に取り組む施策・事業として第

３期総合戦略を重点戦略と位置づけています。 

地方創生 総合計画 

１．将来像（めざすまちの姿） 

２．基本目標 

３．将来人口 

４．土地利用構想 

５．施策の大綱 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

※基本 10 年間変わらないものとするが、状況に応じて見直し 

施策の大綱に基づく分野別施策・行政運営施策 

地方版総合戦略 

・基本計画の施策を横断して取

り組む地方版総合戦略を重点

戦略に位置づけ、ＫＰＩを設

定した目標とする 

重点戦略    

（第３期総合戦略） 

施
策 

地
域
福
祉 

施
策 

教
育
・
学
校 

施
策 

都
市
整
備 

施
策 

生
活
安
全 

総合計画 

※５年で 

 見直し 
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２．計画の期間 

基本構想の目標年度を令和 17年度（2035 年度）とし、前期基本計画・重点戦略（第３期総合戦略）

の目標年度を令和 12 年度（2030 年度）、後期基本計画・重点戦略（第４期総合戦略）の目標年度を

令和 17年度（2035 年度）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和８年度 

(2026 年度) 

令和 17 年度 

(2035年度) 

基本構想（10年間） 

前期基本計画（Ｒ８～Ｒ12） 

重点戦略（第３期総合戦略） 

（Ｒ８～Ｒ12） 

後期基本計画（Ｒ13～Ｒ17） 

重点戦略（第４期総合戦略） 

（Ｒ13～Ｒ17） 
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第３章 社会動向 

■ 人口減少、少子高齢化の深刻化 

【現役世代の減少】 

わが国の総人口は減少を続けており、令和５年（2023 年）の人口推計をみると、2056 年には人

口が１億人を割り、2070 年には 8,700万人になると推計されています※１。 

65 歳以上の高齢者人口は今後も増加が続き、2043 年をピークに減少に転じると見込まれていま

すが、高齢化率は上昇を続け、2070 年には 38.7％と 2.6 人に１人が 65 歳以上となると推計され

ています※１。一方で、出生数は減少しており、令和６年（2024年）の出生数は 68万 6,061人、合

計特殊出生率は 1.15で過去最低を更新しています※２。 

現状の人口減少が続いた場合、2100 年には 6300 万人に半減すると推計されている中、2024 年

１月に人口戦略会議から提言された「人口ビジョン 2100」では「安定的で、成長力のある『8000

万人国家』をめざす」「多様性に富んだ成長力のある社会の構築」という目標が提示されました。

これらを通じて国民一人ひとりによって豊かで幸福度が世界最高水準である社会の実現をめざす

とされています。 

【暮らしへの影響】 

人口減少、少子高齢化を背景に、空き家問題や高齢者の移動手段の確保など、様々な地域課題が

浮き彫りになっています。令和５年（2023 年）の住宅・土地統計調査によると、総住宅数のうち

空き家は 900 万２千戸と過去最多となっており、総住宅数に占める空き家の割合は 13.8％と過去

最高となっています※３。また、近隣の店舗の減少、病院等の統廃合、高齢者における運転免許の

自主返納などを背景に、日常生活における「移動」の問題が深刻化しています。 

【年齢３区分別人口構成比の推移（全国）】 

 
資料：内閣府「高齢社会白書（2024 年(令和６年)）版」をもとに編集 

棒グラフと実線の高齢化率については、2020 年までは総務省「国勢調査」（2015 年及び 2020 年は不詳補完値による。）、2023 年は総務省「人口推計」

（令和 5 年 10 月 1 日現在（確定値））、2025 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和 5 年推計）」の出生中位・死亡中位

仮定による推計結果。 

※１ 内閣府「高齢社会白書（2024 年(令和６年)）版」       

※２ 厚生労働省「令和５年（2023）人口動態統計（確定数）」 

※３ 総務省「令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果」  
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■ 持続可能な社会に向けた環境政策 

様々な気象災害や生物多様性の損失、汚染など、地球全体の課題である気候変動は世界的に深

刻な課題となっています。 

そのような中、国では平成 27年（2015 年）のパリ協定を大きな契機に、脱炭素化等に向けた取

り組みを進めており、令和２年（2020 年）には、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体として

ゼロにする、カーボンニュートラルをめざすことを宣言しました。 

令和６年（2024 年）５月には、環境基本法に基づき、政府全体の環境保全施策を総合的かつ計

画的に推進するための計画である「第六次環境基本計画」を閣議決定しました。環境基本計画がめ

ざすべき最上位の目的として、「現在及び将来の国民一人ひとりの生活の質、幸福度、ウェルビー

イング、経済厚生の向上」が位置づけられています。 

カーボンニュートラルの実現に向けては、あらゆる主体が連携し、脱炭素・循環型社会の形成に

向けた取り組みを推進していくことが求められます。 

 

■ 安全・安心な社会の実現に向けて 

【防災・減災に対する意識の高まり】 

わが国は、その位置や地形、地質、気象などの自然的条件から、自然災害が発生しやすい国土と

なっています。令和６年（2024 年）に発生した能登半島地震など、全国各地で様々な自然災害に

よる甚大な被害がもたらされています。そのような中、南海トラフ地震や首都直下型地震など、近

い将来に大規模な地震が発生するリスクが指摘されており、防災・減災に関する意識がますます

高まっている状況があります。 

平成 25 年（2013 年）には東日本大震災の教訓を踏まえ、「強くしなやかな国民生活の実現を図

るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」が制定されました。また、令和５年（2023 年）

には、国土強靭化に係る国の計画等の指針となる新たな「国土強靭化基本計画」が閣議決定されま

した。社会情勢の変化や近年の災害からの知見を踏まえ、デジタル等新技術の活用による国土強

靭化施策の高度化、地域における防災力の一層の強化（地域力の発揮）等を新たに含めた５つの基

本方針が示されています。 

地方自治体においては、今後発生しうる自然災害等に対して、住民や地域が一丸となり、計画的

な備えに取り組むことが求められています。 

【インフラ・公共施設の整備】 

わが国においては、インフラの多くが高度経済成長期以降に整備されており、今後、建設から

50 年以上経過する施設が増加し、老朽化することが懸念されています。近年では、道路や下水道

等のインフラ被害も頻繁に発生しており、社会資本を適切に整備、維持管理し、安全・安心な暮ら

しを脅かすリスクを軽減することが必要不可欠になっています。 

加えて、公共施設等の老朽化対策も大きな課題となっています。地方公共団体においては、財政

状況の悪化、人口減少等による公共施設等の利用需要の変化を踏まえ、長期的な視点を持って更

新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことが求められています。 
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■ 地域経済を取り巻く環境の変化 

【わが国の経済情勢の変化】 

新型コロナウイルス感染症の位置づけが５類感染症に移行し、経済活動は徐々に正常化に向か

いました。しかしながら、サービス消費の持ち直しやインバウンド需要がみられる一方で賃金上

昇が物価上昇に追いつかず、消費が伸びない状況もみられます。 

「社会意識に関する世論調査（令和６年調査）」の結果をみると、現在の日本の状況について、

悪い方向に向かっていると思われる分野については、「物価」（70.8％）、「景気」（51.1％）、「国の

財政」（46.9％）が上位３つとなっています。「物価」については、令和３年調査の 37.9％から大

幅に増加していることからも、物価上昇が国民の生活に与えている影響が大きいことがうかがえ

ます。 

雇用情勢については、女性や高齢者を中心とした労働参加の進展がみられますが、人口減少、少

子高齢化による人手不足の問題が深刻化している状況があります。 

【地域産業の状況】 

地域産業においては、デジタル化の進展や脱炭素化の動き等により産業構造が変化していると

ともに、生産年齢人口の減少による労働力不足や継承者不足が深刻な課題となっています。 

このような中、既存の地域の産業集積や地場産業においては、技術革新や労働生産性の向上、人

材の育成・確保などに取り組み、持続的な成長を図ることが必要となっています。 

 

 

■ 高度情報化社会の進展 

【Society5.0の実現】 

平成 28 年（2016 年）１月に閣議決定された「第５期科学技術基本計画」において、「サイバー

空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立

する人間中心の社会」として、Society5.0 が提唱されました。Society5.0 では、少子高齢化や地

方の過疎化などの課題をイノベーションにより克服する社会、様々な知識や情報が共有され、新

たな価値がうまれる社会などの実現がめざされています。 

また、令和３年（2021年）３月に閣議決定された「第６期科学技術・イノベーション基本計画」

では、わが国がめざすべき Society5.0 の未来社会像を「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全

と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」と表現し

ています。 

人口減少、少子高齢化を背景とした地域課題の解決等に向けてデジタル技術の活用が必須とな

る中、誰もがデジタル化の恩恵を享受し、豊かさを実感できる「誰一人取り残されない」社会の実

現に向けて、取り組みを推進する必要があります。 
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■ 地方創生の取り組みの推進 

【デジタル田園都市国家構想の取り組み】 

デジタル技術の急速な発展を背景に、国においては、令和３年（2021 年）にデジタル庁が発足

し、令和４年（2022 年）には「デジタル田園都市国家構想基本方針」及び「デジタル田園都市国

家構想総合戦略」が策定されました。デジタル田園都市国家構想とは、「心ゆたかな暮らし」（Well-

Being）と「持続可能な環境・社会・経済」（Sustainability）を実現していく構想です。 

また、「地方こそ成長の主役」という発想に基づき、地方がそれぞれの特性に応じた発展を遂げ

ることができるよう、令和６年（2024 年）10月に「新しい地方経済・生活環境創生本部」が設置

され、今後 10年間集中的に取り組む「基本構想」の策定に向けて議論が進められています。 

 

■ 生きる力を持つ人材の育成と活躍 

【社会の変化に対応できる「生きる力」を持つ人材づくり】 

人口減少、少子高齢化が深刻化する中、人材育成はあらゆる分野において喫緊の課題となって

います。また、高度情報化が進み、Society5.0 の実現がめざされる中、求められる能力や仕事や

活動の内容にも変化が生じています。 

さらに、人生 100 年時代といわれる中では、すべての人が活躍し続けられるよう生涯を通じて

切れ目なく学び続けられる機会・場の必要性が高まっています。 

今後、さらなる加速が見込まれる社会の変化に対応できる「生きる力」を持つ人材の育成と、活

躍の場の創出が求められています。 

【子育て・教育施策のさらなる推進】 

国では、令和５年（2023年）４月に「こども基本法」を施行し、「こどもまんなか社会」の実現

に向けた政府の司令塔として「こども家庭庁」を発足しました。すべてのこども・若者が身体的・

精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会

をめざして、総合的なこども政策が推進されています。 

教育分野においては、令和５年（2023 年）６月に「第４期教育振興基本計画」が閣議決定され

ました。計画では、活力ある社会の実現に向けた「人への投資」や、Society5.0 で活躍する人材

の育成等の必要性を背景に、コンセプトの一つとして「持続可能な社会の創り手の育成」が掲げら

れています。 
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■ 地域共生社会の実現に向けて 

【地域コミュニティの希薄化】 

家族構成の変化、価値観・ライフスタイルの多様化など、様々な変化を背景に、近所づきあいや

日頃の見守りなど、地域における住民同士の関わりが弱体化しています。 

一方で、地域においては孤独死や虐待、8050 問題など、家庭内での解決が難しい課題が深刻化

している状況があります。地域コミュニティが希薄化する中、個人や家庭が抱える課題に地域住

民が気づきにくい状態が生まれています。 

また、少子高齢化が進む中、地域活動の担い手不足も喫緊の課題となっており、活動や団体の存

続が困難になっている状況があります。 

【地域共生社会の実現に向けた取り組み】 

地域における課題や地域コミュニティの在り方が変容する中、国においては、人と人、人と社会

がつながり支え合う取り組みが生まれやすいような環境を整える新たなアプローチとして、「地域

共生社会」の実現に向けた取り組みが進められています。 

令和３年（2021 年）には、地域共生社会の実現をめざすための体制整備事業として「属性を問

わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する「重層的支援体制整

備事業」が新たにスタートしました。 

地域共生社会の実現に向けては、福祉分野の政策だけではなく、地方創生やまちづくり、教育な

ど、分野を横断した連携を意識することが重要となります。 

 

■ 持続・成長する自治体運営に向けて 

【持続可能な行財政運営】 

社会福祉や公共施設等の改修・更新、デジタル化への対応など、多額の財源が必要となる中、地

方自治体の財政状況は厳しい状況が続くことが予想されます。そのような中、持続・成長する自治

体運営に向けては、限りある資源を有効的に活用し、健全な行財政運営に取り組む必要がありま

す。 

また、効率的な公共サービスの提供に向けて、地方自治体においてはＰＰＰを通じて行政と民

間が連携した公共施設等の建設、維持管理、運営等、各地域の実情にあわせた様々な官民連携事業

が検討・実施されています。令和４年（2022 年）には民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用した公共施設等の整備等の促進を図るため、ＰＦＩ事業の対象となる公共施設等の拡大などが

含まれた、ＰＦＩ法の改正が行われました。 

【多様な主体との協働によるまちづくり】 

多様化する市民のニーズに対応できるよう、地方自治体においては、市民や地域、団体、企業な

ど、様々な主体と連携・協働し、まちづくりを進めていくことが重要になっています。 

地域社会を取り巻く状況が厳しいものとなる中、これまで行政が担ってきた様々な機能につい

て、地域社会の多様な主体と連携・協働し、それぞれの強みを活かして、課題解決やサービス提供

の担い手として主体的に関わってもらうことができるよう環境を整備することが必要となってい

ます。 
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第４章 統計からみる大和郡山市 

１．人口及び世帯の状況 

（１）人口（国勢調査）の推移 

○総人口は 1995年の 95,165 人をピークに減少傾向にあり、2020 年で 83,285 人。 

○（一般世帯）一世帯あたり人員は年々減少傾向（2020 年で 2.38 人）。 

○年齢３区分別に人口構成割合をみると、人口ピーク時の 1995 年は０～14 歳は 15.8％、15～64

歳は 71.5％、65歳以上は 12.7％になっていますが、2020年では 65歳以上（高齢化率）が 33.3％

と、高齢者割合が大きく上昇。 

○高齢化率は 2010 年、後期高齢化率は 2015 年を境に全国・奈良県を上回る。 

 

総人口及び（一般世帯）一世帯あたり人員の推移（長期） 

 
資料：総務省「国勢調査」 

 

年齢３区分別人口構成割合の推移 

 
資料：総務省「国勢調査」 ※上記の構成比は年齢不詳人口を除き、算出しています。 
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（２）社会増減 

○転入等・転出等ともに各年とも 2,000人台で推移。転入者数から転出者数を引いた社会増減は、

近年均衡している。 

 

社会増減の推移 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」 

※転入等は「他の市区町村又は国外から転入し転入届により住民票に記載された者の数」と「出生や転入以外の事

由により職権で住民票に記載された者の数」の合計 

※転出等は「他の市区町村又は国外に転出し転出届により住民票を消除された者の数」と「死亡や転出以外の事由

により職権で住民票を消除された者の数」の合計 

 

 

  

-174 -275 
-101 

-343 -269 
-101 -191 

-60 

75 122 

2,894 
2,618 2,645 

2,518 2,600 
2,410 2,459 

2,620 2,690 2,791 

3,068
2,893

2,746
2,861 2,869

2,511
2,650 2,680 2,615 2,669

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2015年

(平成27年)

2016年

(平成28年)

2017年

(平成29年)

2018年

(平成30年)

2019年

(令和元年)

2020年

(令和２年)

2021年

(令和３年)

2022年

(令和４年)

2023年

(令和５年)

2024年

(令和６年)

社会増減 転入等 転出等（人）



 

15 

序
論 

基
本
構
想 

基
本
構
想 

人
口
ビ
ジ
ョ
ン 

第
３
期
総
合
戦
略 

資
料
編 

 

第５章 市民アンケートからみる大和郡山市 

本計画の策定にあたり、市民の皆さんが日頃どのように生活し、これからの市政の在り方につい

てどのように考えているか等の実態を適切に把握するため、意識調査を実施しました。 

 

１ 定住希望 

 住み続けたい人が増えています  

○大和郡山市に住み続けたい人（令和６年調査では「大和郡山市に住んでいたい」「どちらかとい

えば大和郡山市に住んでいたい」の合計）の割合は、70.9％で最も多く、次いで「考えていない、

どちらともいえない」。 

○定住希望者は令和元年度調査から 10.2ポイント増加。 

○年齢別にみると、20歳代は 49.5％と、50％をわずかに下回る。70歳代以上は 80％台。 

 
※令和６年調査から「どちらかといえば大和郡山市に住んでいたい」の選択肢を追加 

 

２ 大和郡山市への愛着 

 大和郡山市への愛着は 10 年間変わらず持っている人が多い  

○大和郡山市への愛着を尋ねたところ、「愛着を持っている」が 73.4％で最も多く、次いで「ど

ちらともいえない」。 

○愛着を持っている人は平成 26 年調査で 76.8％、令和元年調査で 69.9％と、10 年、変わらず愛

着を持っている人が多い。 

○大和郡山市への愛着はどの年代も 70％台。 
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（回答数1,366）
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（回答数769）
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（回答数889）

大和郡山市に住んでいたい どちらかといえば大和郡山市に住んでいたい※

できれば大和郡山市以外の場所に移りたい 大和郡山市以外に移る計画がある

考えていない、どちらともいえない 無回答

（％）
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0.5
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令和６年調査

（回答数1,366）

令和元年調査

（回答数769）

平成26年調査

（回答数889）

愛着を持っている どちらともいえない あまり愛着を感じていない 無回答

（％）
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第１章 大和郡山市がめざすまちの姿 

 

１．将来像 

本市は城下町として発展し、市民生活において歴史・文化を身近に感じながら、安心して暮らせる

まちづくりを進めてきました。 

市民のまちに対する愛着は高い水準を維持しており、定住意向は高まりつつあります。しかし、日

常生活において個々のライフスタイルは多様化しており、また目まぐるしく変化する時代への対応

も求められています。 

そのような状況の中、今ある豊かな自然や歴史・伝統を後世につなぎ、大事にしながら新たな価値

を生み出すことが重要です。 

その新たな価値の創造に市民全員で取り組むことによって、活気のある、価値の高い、城下町を守

っていくことにつながります。 

そういったまちの創造に、様々な世代の市民はもちろんのこと、仕事や学業で本市に来る人、観光

で来訪する人、本市を離れても応援してくれる人など、本市に関わる様々な人 （々関係人口）にとっ

て、自分らしく過ごせる場所、応援したくなる場所となるよう、以下の将来像を設定します。 

 

大和郡山市 将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

希望と誇りをつなぎ、 

新たな価値を生み出す元気城下町
やまとこおりやま
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２．基本目標 

将来像「希望と誇りをつなぎ、新たな価値を生み出す元気城下町
やまとこお りやま

」を達成するため、以下の３つの

目標を設定します。 

 

 

目標１ 新たな価値やこれからの大和郡山の誇りにつながるまちづくり 
 

時代の変化に適切に対応しながら、より質の高い生活を誰もが感じることができるまちを市民

や企業、団体など、様々な主体とともに創り上げていきます。 

 

 

目標２ みんなが過ごしたくなる安心できるまちづくり 
 

生まれる前から最期まで、誰もが生涯にわたって安心と安全を感じながら、ともに暮らすこと

のできる共生のまちづくりを進めます。 

 

 

目標３ まちが育んだ価値を知り、みんなが愛着を持ち、応援したくなるまちづくり 
 

郡山城をはじめとした、本市の歴史や文化、産業、観光などを広く市内外に発信することで、市

民も市外の人も本市に対する愛着を高めつつ、「大和郡山ファン」づくりを進めていきます。 

また、本市を構成する様々な資源を大事に、守り続けていきます。 
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第２章 将来人口 
 

国立社会保障・人口問題研究所による将来推計（令和５年推計）では、５年区間で約 4,000～5,000

人規模で人口が減少し、2050 年で 54,141 人になると推計され、今以上に少子高齢化が進むと予測さ

れています。 

持続可能なまちを維持し続けていくためにも、人口減少を抑制していく必要があります。 

本市は近年、転入者数から転出者数を引いた社会増減は均衡しています。年代別にみると、特に

40 歳以下の年代の転入が多くなっています。 

このように周囲から選ばれるまちづくりを進めるとともに、高い定住希望を維持することによっ

て、人口減少を抑制していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020年総人口 

【現状値】 

83,285 人 

2035 年総人口 

【目標値】 

約72,800 人 

89,023

87,050

83,285

79,240

74,510

69,447

80,240

76,700

72,800

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

実績 社人研推計 目標人口
（人）

72,800
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第３章 土地利用構想 

 

本市の将来像の実現に向け、居住、産業、歴史文化、自然環境といった多様な地域資源を、適切に

配置・活用していくことが必要であると考え、土地利用構想を設定します。 

 

１）現状と課題 

本市は、貴重な歴史・文化資源を有する奈良県北部の大和平野に位置し、大和川水系の佐保川、富

雄川が南北に流れています。 

また、JR 西日本と近畿日本鉄道が南北に縦断し西名阪自動車道や国道 24 号・25 号などを基軸に

道路網が構成され、京奈和自動車道の供用・延伸も進み、大和まほろばスマート ICや郡山 IC、郡山

下ツ道 JCTなどが供用されている広域的な交通条件に恵まれた地域です。 

市域の北部は奈良市と接し、郡山城の城下町を中心とした中心市街地が広がり、南部は昭和工業

団地をはじめ広域交通の利便性を活かした産業と農業が広がっています。 

東部は天理市へと連続している農風景の中に、住宅や産業施設が溶け込み、西部は矢田丘陵を背

景に昭和 30 年代後半より開発された住宅地が広がっています。 

今後、着実に進む京奈和自動車道路の延伸によりますます広域的な交通条件が向上するとともに、

リニア中央新幹線の名古屋～大阪間の構想の具体化に向け、中間駅設置の提案も行われています。 

このように、次世代の可能性にチャレンジする、魅力的で積極的な施策を進めつつも、将来世代の

負担を少なくするまちづくりに取り組むことが求められます。 

 

２）基本理念 

広域的な交通体系が整備される中、農地や山林などの自然を保全しつつ、本市を取り巻く環境の

変化をその時々で的確に捉え、まちの活力を生み、持続的な発展を可能とする秩序ある土地利用を

進めていきます。 

また、高齢化・人口減少社会において、市民の利便性の維持・向上を図りつつ、環境負荷の少ない

生活様式や地域社会を維持する財政的負担の少ないまちをめざすため、本市に適したコンパクトな

まちづくりを進めていきます。 

 

３）取り組み方針 

以上の基本理念のもと、本計画期間において、次の土地活用を推進します。 

 ●県や関係する鉄道会社、地元住民とともに賑わいを創造する中心市街地の再生 

 ●周辺自治体と連携した大和まほろば工業ゾーンの形成など、大和まほろばスマート ICや郡山

IC周辺の産業集積の維持・向上 

 ●リニア中央新幹線中間駅の積極的な提案と具体化を受けた時点における適切な土地利用の検

討 
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第４章 施策の大綱 

第４次総合計画基本計画においては、細分化された 54 施策により計画が構成されていました。 

本計画においては、将来像及び基本目標の達成のために行政が取り組むべき施策分野を精査する

とともに、本市の取り組む方向を市民等にわかりやすく伝えるため、「分野別施策」として 16 分野

に取りまとめました。 

また、上記の分野別施策を推進するにあたり、基盤として必要とする要素を「行政運営施策」とし

て設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分
野
別
施
策 

希望と誇りをつなぎ、新たな価値を生み出す元気城下町
やまとこおりやま

 

将来像 

目標１ 新たな価値やこれからの大和郡山の誇りにつながるまちづくり 

目標２ みんなが過ごしたくなる安心できるまちづくり 

目標３ まちが育んだ価値を知り、みんなが愛着を持ち、応援したくなるまちづくり 

基本目標 

行政運営施策 

C 健全な行財政運営 B 情報発信、相談体制の充実 A 市民参画の推進 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

こ
ど
も
・
子
育
て
支
援

教
育
・
学
校

健
康
・
食
育

地
域
福
祉

高
齢
者
支
援

障
害
者
支
援

人
権
・
男
女
共
同
参
画

生
涯
学
習

環
境
保
全

観
光

労
働
、

産
業
振
興

防
災
・
減
災
、

医
療

生
活
安
全

交
通

文
化
財
の
保
全
・
継
承
・
活
用

都
市
整
備
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基本計画 
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第１章 前期基本計画 施策の方向 

 

計画の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす姿 

施策を展開することで達成
する本市の姿を記載してい
ます。 

現状・課題 

本市における現状や課題、
第４次総合計画後期基本計
画における成果や課題等に
ついて記載しています。 

SDGs アイコン 

基本計画の各施策に関連する
SDGs を示しています。 
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施策の展開 

めざす姿の実現に向け、今
後５年間に取り組む方向を
記載しています。 

前期基本計画における指標 

施策の進捗を測るための指
標を設定しています。 
 

関連する主な個別計画、指針等 

本市で策定している個別計画
や指針等を記載しています。 
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施策１ こども・子育て支援 

 

施策１のめざす姿  

世代を超えてつながり 心を合わせてともに育っている 

 

現状・課題  

○これまで、こどもの人権の尊重、子育て世帯

への支援等の環境づくりを進めてきました。 

○出生率は低下傾向が続いており、こどもの人

口も減少しています。核家族化も進行してい

る中、共働き世帯の増加等により、子育て世

帯への支援の重要性は増していると考えられ

ます。 

○こどもや子育て世帯を取り巻く状況はより多

様化・複雑化しており、多角的な支援の必要

性が高まっています。庁内外、多分野かつ重

層的な支援のための連携体制を構築していく

必要があります。 

○18 歳未満のこどもや子育て世帯だけでなく、

18～39 歳までの若者に対しても、心身の発

達等に対する様々な支援が求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子育てする上での気軽な相談先がある（いる）

人が 9 割以上と高いですが、相談先がない人

もみられます（令和５年子育て調査）。子育て

家庭の孤立化を防ぎ、育児負担を軽減するた

めにも、相談先の周知や、子育て家庭が気軽

に集える場所、参加できるイベント等の充実

が重要です。 

○市に期待する子育て支援策としては、親子が

安心して集まれる屋内や屋外の施設に関する

回答が高くなっています。 

○結婚や出産、子育てしやすいと思える環境を作

るためのサポートとしては、結婚や出産、育児

に対する経済的な支援、税制や社会保障、職場

環境の充実の回答が高くなっています。行政と

しての取り組みだけでなく、社会全体で子育て

家庭を支える地域づくりが必要です。 

 

 

市に期待する子育て支援策 

（５つまで複数回答） 

74.5

64.4

48.0

46.7

37.8

36.7

53.2

55.1

12.1

22.9

41.5

30.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

親子が安心して集まれる

屋内の遊び場を整備する

親子が安心して集まれる

公園等屋外の施設を整備する

子連れでも安心して出かけられるよう、

「子育てのバリアフリー化」※に取り組む

保育園、学童保育所等の働きながら

子どもを預ける施設を増やす

安心して子どもが医療機関を

利用できる医療体制を整備する

労働時間短縮、休暇の取得推進、育児休業取得推進等、

企業等に対して職業環境の改善を働きかける

就学前児童の保護者（回答数458） 小学生児童の保護者（回答数494）

（％）

※それぞれの上位５項目のみ掲載 

※オムツ替えや授乳のためのスペースづくりや、歩道等の段差解消等 

資料：子育て支援に関するアンケート調査【令和６年度実施】 
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施策の展開 
 

１）こども・子育て家庭・若者の安全・安心の環境づくり  

○こどもの人権が尊重され、またこどもの人権に対する理解を深めるため、児童虐待の早期発見・

対応のための体制づくりや、人権意識の普及啓発を進めていきます。 

○こども・若者を犯罪や事故から守るため、地域が一体となった防犯対策や、交通安全対策を進め

るとともに、防犯や交通安全に対する意識向上に取り組みます。 
 

２）すべてのこども・子育て家庭・若者が成長できる環境づくり  

○妊娠・出産期から子育て期まで、こどもとその保護者が安心して健やかに過ごせるよう、健康診

査の実施や伴走的相談支援、情報提供に取り組みます。 

○障害のあるこども・若者やひとり親世帯、経済的に困難な家庭などに対し、適切な支援を行い、

健やかな育ちをめざします。 

○心身の発達に課題や不安を抱えるこどもに対しては、早期から気づきと専門的な支援が重要で

す。児童発達支援センターや療育機関との連携を強化し、健診・相談・療育・医療・保育・教育

が切れ目なくつながる体制を構築します。 
 

３）子育て家庭を支える地域づくり  

○様々な教育・保育ニーズの高まりに対し、適切な教育・保育環境を整備します。 

○地域での子育て支援を推進するため、様々な支援事業を実施するとともに、地域連携・ネットワ

ーク形成に向けて取り組みます。 
 

４）こども・若者が地域・社会に参画できる環境・機会づくり  

○学校や家庭だけでなく、地域全体でこども・若者が安心・安全に過ごせる居場所づくりに取り組

みます。 

○こども・若者が社会や地域に興味を持ち、自ら参画し、意見を表明できる機会をつくり、本市の

未来を一緒に考え、担うこども・若者の育成につなげていきます。 

○公民館においてこども向け講座を開催し、学習機会の提供と地域交流の促進に努めます。 
 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

子育て支援の充実が進められていると思う子育て世帯の割合※ 
21.8％ 

（R6） 
↗ 

児童発達支援利用者数  
328 

（R7.3 月末） 
→ 

放課後等デイサービス利用者数  
536 

（R7.3 月末） 
→ 

障害児相談支援利用者数※セルフ除く 
701 

（R7.3 月末） 
→ 

※市民意識調査【令和６年実施】 

関連する主な個別計画、指針等  

○こども計画 ○障害児福祉計画  
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施策２ 教育・学校 

 

施策２のめざす姿  

ふるさと郡山に夢と誇りと自信を持ち 未来を拓き 未来に駆ける 心豊かな人づくりが進んでいる 

 

現状・課題  

○国の学習指導要領に沿い、ふるさとに誇りを

持ち自ら学べるこどもの育成に向け教育活動

を行っています。 

○少子化に伴い、適切な教育環境を確保するた

めの学校規模は地域の現状も踏まえつつ、調

査研究を継続する必要があります。 

○こども一人一台のタブレット端末が導入され

るなど、コロナ禍を機に学びのスタイルが大

きく変化してきています。タブレット端末の

利活用を前提とした学習の在り方やデジタル

ドリルの導入などが課題となっています。 

○教育環境だけでなく社会全体も目まぐるしく

変化しており、こどもたち一人ひとりの可能

性を最大限に引き出し、たくましく生きてい

く力を育むことが重要です。 

○小学生調査のこどもの困りごとや悩みの相談

先として、「学校の先生」が 37.7％、「スク

ールカウンセラー」が 5.4％となっています

が、わずかながら「だれにも相談できない、相

談したくない」という回答もみられます

（3.6％）。こどもが悩みを抱え込んでしまう

ことのないよう、環境整備や SOS の出し方に

関する周知も重要です。 

○本市においても、全国同様、不登校者数は増加

傾向にあり、こどもたちの不安や悩み、困り感

に対応する取り組みが必要です。 

○通常の学級での配慮や工夫だけでは、学習や

生活に困難がある児童生徒が増加しており、

一人ひとりに応じた個別の支援が必要とされ

ています。 

○何らかの支援やサポートを必要とするこども

を支援するため、教職員を配置しています。引

き続き、就学前教育・学校ともに、教職員を確

保する必要があります。 

○こどもの健全育成や非行防止のために力を入

れるべきこととして、小学生保護者対象の調

査では、学校での教育や、学校と地域等の連

携を求める意見が半数以上となっています。 

 

こどもの健全育成や非行防止のために 

力を入れるべきこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○若者調査では、市に望む若者施策として、３

人に１人が学校教育の充実と回答していま

す。 

 

（３つまで複数回答） 

77.7

56.3

51.2

25.7

14.8

0 50 100

家庭でのしつけや

こころの教育を充実する

学校や地域、行政、警察など

が連携し、指導体制を充実する

学校での生徒指導

や教育を強化する

青少年が高齢者や大人など、地域

の人びととふれあう機会をふやす

青少年の非行防止·健全育成

のための相談体制を強化する

小学生保護者（回答数494）

（％）

※上位５項目のみ掲載 

    

資料：子育て支援に関するアンケート調査【令和６年度実施】 
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施策の展開 

 

１）地域への愛着と誇りを育み、未来を担うこどもを育てる  

○ふるさと大和郡山市の未来を担うこどもを育てるという考え方に基づき、一人ひとりの学びを

きめ細かく応援するとともに、学校や地域への愛着と誇りを育てます。 

○こどもの豊かな成長を促進するためにも、地域と連携した学べる環境づくりに取り組みます。 

○ICT 環境の整備・更新により、個別最適な学びと協働的な学びの充実に取り組み、新しい未来の

姿を創り上げるこどもを育てます。 

 

２）様々な体験をもとに、生涯を通じた学びの基礎を育む  

○こどもたちが様々な体験を通して、仲間と力を合わせともに活動する楽しさを感じることで、

他者を尊重し合うこころを育みます。 

○生涯を通して学ぶ喜びを感じる教育に努めるとともに、希望を持って生きる力を育てます。 

○教育 DX により基礎となる力を身につけたデジタルネイティブ世代のこどもが、大和郡山市の

DX を推進する好循環となるよう、様々な体験をもとに基礎的な力を育みます。 

 

３）すべてのこどもの可能性をのばし、誰一人取り残されない教育を推進する  

○不登校児童生徒が増加する中、多様な学びの保障が課題となっていることから、校内教育支援

センターや郡山北小学校・郡山中学校分教室「ASU」と連携し、すべてのこどもの可能性を引き

出す教育に取り組みます。 

○特別な支援が必要な児童生徒の対象が増加していることや障害の状態が多様化していることか

ら、一人ひとりのニーズを的確に把握し、適切な指導・支援のため、個別の状況に応じたきめ細

やかな教育の推進に取り組みます。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

学校教育の充実が進められていると思う子育て世帯の割合※ 
12.0％ 

（R6） 
↗ 

青少年の幅広い学習機会の充実が進められていると思う市民の割合※ 
9.5％ 

（R6） 
↗ 

通級指導教室で指導を受けている児童生徒数 
296 人 

（R6） 
↗ 

※市民意識調査【令和６年実施】 

関連する主な個別計画、指針等 

○教育大綱 ○学校施設整備計画  

○学校教育の基本方針 
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施策３ 健康・食育 

 

施策３のめざす姿  

誰もが心身ともに健康で、自分らしい人生を送っている 

 

現状・課題  

○出産期・乳幼児期から高齢期までの健康な暮

らしを支える様々な取り組みを行っていま

す。 

○学校給食や啓発活動等を通して、減塩や野菜

摂取、朝食の大切さを伝えるなど、食育を推

進しています。 

○特定健診の自己負担額を無料にする取り組み

等により、受診率向上に取り組んでいますが、

受診率は 36.6％にとどまっています（令和６

年度）。また、特定保健指導の利用率も 8.6％

となっており（令和６年度）、特定健診の受

診や特定保健指導の利用促進に向け、健康啓

発や検診項目・対象者の拡大等の取り組みを

引き続き進めていく必要があります。 

○健康寿命の延伸や医療費の適正化を図るため、

医療・介護・保健が一体となり、高齢者の保健

事業と介護予防を一体的に進めています。 

○健康づくりの促進に向け、生活習慣の改善や

日常的な運動習慣を促進するための取り組み

を行っています。 

 

健康寿命（65 歳平均自立期間・平均余命） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：奈良県「令和４年（R3-R5） 市町村別 健康寿命（65 歳平

均自立期間）の算出値について」 

○がんなどの生活習慣病は、日頃の生活での予

防や、検診による早期発見・早期治療が重要

です。生活習慣病の予防や検診・健診に関す

る情報発信を行っていますが、がん検診の受

診率向上が課題となっています。 

○国保データベース（KDB）システムを活用し

たデータ分析によって健康課題を抽出し、効

果的な保健事業や受診勧奨を行っています。 

 

健康・食育について教育や健康づくりの 

取り組みの充実が進んでいると思う割合 

 

  

そう思う, 

12.5 

ふつう, 

66.0 

そう思わない, 

18.0 

無回答, 

3.4 
回答数1,366

        

17.97

18.60

18.19

21.19

21.13

21.30

19.44

20.14

20.03

24.3

24.42

25.57

10 15 20 25

全国

奈良県

大和郡山市

全国

奈良県

大和郡山市

男
性

女
性

（年）

平均自立期間（健康寿命） 平均余命

男
性 

女
性 
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施策の展開 

 

１）生涯を通した健康づくりと生活習慣病の予防  

○食事や運動・身体活動、休養、喫煙や飲酒、歯・口腔などの分野ごとに、個人の健康づくりにつ

ながる様々な取り組みを行うとともに、健康に関する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

○生涯の各段階の健康状態は互いに影響し合っていることから、次世代への影響も含め、生涯を

通じた継続的な健康づくりや、それによる健康寿命の延伸に取り組みます。 

○定期的な健診・検診の受診を呼びかけるとともに、自分の健康状態の把握や生活習慣の改善、生

活習慣病の早期発見・早期治療について啓発していきます。 
 

２）こころの健康づくり、自殺対策の推進  

○心身の休養や適度な運動、質のよい十分な睡眠、ストレスへの対応など、こころの健康に関する

要素について正しい知識を普及させていきます。 

○誰も自殺に追い込まれることのないよう、相談窓口や専門機関の情報提供、支援者の人材育成

や地域のネットワーク強化に取り組みます。 
 

３）食育の推進  

○規則正しくバランスのよい食習慣を身につけられるよう、家庭、地域、教育現場、産業等の多様

な担い手と連携して取り組んでいきます。 

○食文化の伝承に向け、地域と連携して取り組みます。 
 

 

前期基本計画における指標    

指標名 現状 目標（R12） 

健康寿命（65 歳平均自立期間）※1 

男性 18.19 年 

女性 21.30 年 

（R4） 

↗ 

健康・食育について教育や健康づくりの取り組みの充実が進んでいると

思う市民の割合※2 

12.5％ 

（R6） 
↗ 

※1奈良県「令和４年（R3-R5） 市町村別 健康寿命（65 歳平均自立期間）の算出値について」 

※2市民意識調査【令和６年度実施】 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○データヘルス計画 ○すこやか２１計画  
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施策４ 地域福祉 

 

施策４のめざす姿  

世代を超えてみんながつながり、支えあっている 

 

現状・課題  

○誰もが支えあい、助けあえる地域づくりや、

市全体での包括的な支援体制づくりに取り組

んできました。 

○地域や福祉に関心を持つ市民は一定数いるも

のの、実際の活動参加者は高齢層に偏ってい

ます。まち・地域への愛着を持つ市民や住民

相互の自主的な支えあいなどが必要と考える

市民は多いため、そのような人が地域活動に

参加できるきっかけづくりが重要と考えられ

ます。 

○そのためにも、地域愛着を育むとともに、ラ

イフステージに応じた福祉教育・学習を推進

し、意識の醸成から実践への橋渡しを行う必

要があります。 

○高齢者やこどもの居場所づくりは広がってい

ますが、担い手や場所の確保が課題となって

います。また、障害者やひきこもり、外国人な

ど誰もが参加でき、社会的孤立の解消や気づ

きの機会となる居場所は十分ではなく、分野

横断的な交流の機会づくり・多様なニーズに

応じた居場所づくりを進めていく必要があり

ます。 

○自治会やボランティア団体などでは高齢化や

担い手不足が深刻となっています。新たな人

材の発掘・育成とともに、既存の担い手の支

援や活動しやすい環境整備が不可欠で、多様

な関心層を巻き込む仕組みづくりが求められ

ています。 

○災害時要支援者への体制強化、防犯や見守り、

移動支援などの課題に地域ぐるみで取り組む

ことが重要です。特に高齢者や障害者への配

慮を含めた、防災・防犯・交通環境など多角的

な安心づくりが求められています。 

○支援が必要な人・世帯の増加や、孤立化、潜在

化などが進み、特に複合的な課題や社会的孤

立、生活困窮などのケースでは適切な相談・

支援につながりにくくなっています。 

○複雑化する地域課題に対応するには、社会福

祉協議会や専門職、市民団体など多様な主体

の連携が不可欠です。協働の仕組みやコーデ

ィネート機能を強化し、顔の見える関係づく

りと相互理解を進める必要があります。 

 

地域活動への参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域福祉に関するアンケート調査【令和４年度実施】 

  

    

参加してい

る, 25.1 

関心はあるが、これまでに参加

したことはない, 27.9 

不明·無回答, 3.5 回答数1,356

以前は参加し

ていたが、お

おむね 1 年間

は参加してい

ない, 11.8  

関心がな

く、これま

でに参加し

たことはな

い，31.8 
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施策の展開 

 

１）誰もがつながり、支えあえる地域づくり  

○地域でのつながりや交流の促進と社会的孤立の解消をめざして、社会参加や地域での活躍を支

援するとともに、交流の機会づくり、居場所づくりを重層的に展開していきます。 

○多様な地域活動・福祉活動を支援し、地域活動の担い手の負担感軽減と、活発な活動による地域

課題の解決をめざします。 

○多様な主体とともに地域の課題解決力の向上に取り組むことで、誰もがつながり、支えあえる

地域づくりを展開します。 

 

２）地域福祉を推進するための基盤づくり  

○地域福祉を推進していくための基盤となる地域・福祉などへの意識づくりや、地域づくりと相

談支援体制づくりを支える人づくり、地域での暮らしを下支えする生活基盤の整備に取り組み

ます。 

○地域福祉の推進の基盤となる庁内での連携及び市と市社協の連携を強化するとともに、地域福

祉を推進するための基盤づくりを展開します。 

 

３）権利擁護の推進  

○高齢や障害のある人等の権利擁護のため、関係機関と連携しながら、成年後見制度の利用促進

の取り組みを進めます。 

 

４）再犯防止の推進  

○犯罪をした人等が再び罪を犯すことのないよう、就労、住居、保健医療、福祉等、地域福祉に関

する取り組みを総合的に推進するとともに、更生保護・再犯防止に対する地域の理解促進を図

ります。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

１年間に何らかの地域活動に参加した人の割合※ 
25.1％ 

（R4） 
↗ 

自宅・学校・職場以外で安心できる、人とのつながりを実感できる場所

のある人の割合※ 

35.8％ 

（R4） 
↗ 

地域の課題について協議する場（協議体）の設置数 10 か所（R6） ↗ 

※地域福祉に関するアンケート調査【令和４年度実施】 

関連する主な個別計画、指針等 

○地域福祉計画・地域福祉活動計画   
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施策５ 高齢者支援 

 

施策５のめざす姿  

高齢者が自分らしく生活を送れ、地域で互いに支えあっている 

 

現状・課題  

○保健事業と介護予防の一体的な実施により、

効果的な介護予防・フレイル予防を推進して

います。 

○介護予防の担い手の育成として、サロン連絡

会やサロン交流会等を開催していますが、高

齢化による担い手不足や運営・開催方法で悩

んでいるサロンもみられます。 

○シルバー人材センターでは、高齢者が自ら持

てる力・経験・知識を提供する機会を確保し、

活動する場を提供しています。企業の定年延

長や退職後も働き続ける高齢者の増加に伴

い、シルバー人材センターの会員数は伸び悩

んでいます。 

○何らかの地域活動（仕事を含む）に参加して

いる人は非認定者で７割、要支援者で５割と

なっています。活動の内容としてはスポーツ

や趣味活動が２割程度となっていますが、年

齢が高くなるにつれて活動している人が少な

くなっています。 

 

何らかの地域活動への参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査【令和４年度実施】 

○認知症に関する相談窓口の認知度（29.0％）

や認知症サポーター養成講座の受講者の割合

（4.9％）は低い状況が続いています。 

○元気なうちからの介護予防や認知症予防の普

及・啓発をさらに進めていく必要があります。 

○大和郡山市在宅医療・介護連携推進会議の開

催やアドバンス・ケア・プランニング（ACP）

の普及啓発等により、在宅医療・介護の連携を

進めてきました。一般高齢者の ACP の認知度

は低いなど、課題もあります。 

○高齢者の約４割が、将来介護が必要になって

も自宅で暮らしたいと考えています。老老介

護も増えている中、介護を支える事業所等と

連携し、また必要に応じて事業所等を支援し

ながら、介護を必要とする高齢者やその家族

が安心して暮らせる地域づくりが求められて

います。 

○人口に占める高齢者の割合が増加していま

す。介護保険制度の持続可能な運営のために、

適切な介護認定、サービスの確保及び費用の

効率化を進める必要があります。 

 

高齢者を支援する取り組みの充実が 

進められていると思う割合 

 

  

そう思う, 

17.1 

ふつう, 

58.9 

そう思わ

ない, 

21.2 

無回答, 

2.8 
回答数1,366

     

71.4

48.5

22.9

41.7

5.7

9.8

0 50 100

非認定者

(回答数1,566)

要支援者

(回答数163)

何らかの地域活動に参加 全く参加していない 不明・無回答

（％）
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施策の展開 

 

１）高齢者の健康づくり・介護予防・社会参加の推進  

○高齢者一人ひとりの主体的な健康づくり・介護予防を推進します。 

○高齢者が、生涯を通じて地域社会とつながりながら活躍できるよう、高齢者の状況等に応じた

社会参加に関する支援体制を整備します。 
 

２）認知症の人や家族への支援の充実  

○認知症に関する正しい知識を深め、認知症の早期発見・早期対応の体制づくりに努めます。 

○認知症になっても、住み慣れた地域で安心して生活ができるように、認知症の人やその家族へ

の支援体制、医療・介護体制の充実を図ります。 
 

３）安心して生活できる地域づくり  

○地域で生活する高齢者が、住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らしていけるよう、

誰もが支えあい、助けあえる地域づくり、日常生活を支援する制度・サービスの充実に取り組み

ます。 
 

４）介護や医療を必要とする人やその家族を支える体制づくり  

○医療と介護の複合的ニーズを持つ高齢者の暮らしを支えるため、在宅医療と介護の連携を強化

します。 
 

５）持続可能な介護サービス体制づくり  

○市の状況に応じ介護サービスの基盤を整備するとともに、人材の確保に努めます。 

○介護需要が増大する中、介護給付の適正化、費用の効率化を図り、持続可能な体制づくりを進め

ます。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

何らかの地域活動（仕事を含む）に参加している割合（一般高齢者）※ 71.4％（R4） ↗ 

日常的に気にかけてくれる人・何か起きたときに気づいてくれる仕組み

がある一般高齢者・要支援認定者の割合※ 
91.5％（R4） → 

人生の最終段階での在宅医療や介護について、家族や医療介護関係者等

と話し合いをしている一般高齢者・要支援認定者の割合※ 
30.5％（R4） ↗ 

認知症に関する窓口を知っている一般高齢者・要支援認定者の割合※ 29.0％（R4） ↗ 

※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査【令和４年度実施】 

関連する主な個別計画、指針等 

○高齢者福祉計画及び介護保険事業計画   
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施策６ 障害者支援 

 

施策６のめざす姿  

障害のある人が安心して、地域の中でいきいきと暮らせる 

 

現状・課題  

○障害のある人の安心な暮らしを支えるため、

障害福祉サービスの整備を進めてきました。 

○市内で障害福祉サービスを提供している事業

所へのアンケートでは、職員の確保が困難な

ことなどにより、一部のサービスにおいて需

要を満たせていない状況もみられます。 

○障害のある人へのアンケートでは、家族と一

緒に自宅で暮らすことを望む割合が高く（平

成 27 年度）、自宅で暮らし続けるために必要

な医療ケアなどの適切なサービス整備が求め

られています。 

 

今後希望する暮らし方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害者手帳所持者を対象としたアンケート 

【平成 27 年度実施】 

○支援の必要なこどもと障害のないこどもが可

能な限りともに教育を受けられるインクルー

シブ教育を進めています。今後も引き続きイ

ンクルーシブ教育を推進するためにも、学校

等での専門的な教育やサポート体制の在り方

について検討・整備していく必要があります。 

○障害のある人が自立して生きがいを持って暮

らせるよう、障害のある人の雇用に向けた取

り組みや、障害のある人の社会参加を進めて

きました。 

○障害のある人の就労にあたっては、国等の制

度の整備だけでなく、職場での理解や環境整

備が必要であるため、企業等への周知・啓発

も必要です。 

○障害のある人やその家族にとって、情報の入

手先は市の広報紙や病院、相談支援センター

など様々です。必要な人に必要な情報が届く

よう、市内関係機関等と連携し、情報や相談

支援のネットワークを充実していくことが重

要です。 

 

  

ひとりで暮

らしたい, 

13.6

家族といっしょに自

宅で暮らしたい, 

64.0

専門の職員がいて共同生

活ができる施設(グルー

プホームなど)を利用し

たい, 6.9

障害者支援施設(入所)

を利用したい, 4.3

その他, 4.1

不明·無回答, 7.1

回答数1,767
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序
論 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

人
口
ビ
ジ
ョ
ン 

第
３
期
総
合
戦
略 

資
料
編 

 

施策の展開 

 

１）障害のある人へのケアやサービスの基盤整備  

○障害のある人への適切な支援を安定的に提供するための基盤を整備します。地域生活支援セン

ターや相談支援事業所など、地域における支援拠点の機能強化を図るとともに、相談や支援体

制の効率化・質の向上をめざします。 

○障害福祉分野における人材の確保・育成に取り組み、質の高いサービス提供体制の維持・向上を

図ります。 

 

2）障害のある人の安心な暮らしを支える  

○障害のある人が地域で安心して暮らし続けられるよう、住まいの確保と日常生活の支援体制を

整備します。グループホームなど個々の状況に応じた多様な住まいの選択肢を提供します。ま

た、見守り支援や緊急時対応支援体制の整備を進め、日常の安心を支える仕組みを構築します。 

○虐待防止や権利擁護体制の強化、成年後見制度の活用促進により、障害のある人の権利を尊重

し守る地域社会をめざします。 

 

３）教育の充実、社会参加や自立に向けた環境づくり  

○障害のある人が自らの力を発揮し、社会の一員として自立し、主体的に生きていくことができ

るよう、教育環境の充実と社会参加の機会づくりを推進します。 

○インクルーシブ教育の観点から、特別支援教育と通常教育との連携を図りながら、合理的配慮

や支援体制の整備を進めます。さらに、就労移行支援など障害者の就労を支える体制を強化し、

社会参加と経済的自立の両立を支援します。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

計画相談支援の利用人数※セルフ・ケアプラン除く 
816 人 

（R7.3 月末） 
↗ 

グループホームの整備数※市内のみ 
10 か所 

（R7.3 月末） 
↗ 

障害者虐待通報件数※認定なし含む 
11 件 

（R6） 
→ 

 

関連する主な個別計画、指針等  

○障害者福祉長期計画  ○障害福祉計画   

○障害児福祉計画 ○障害者活躍推進計画  

○バリアフリー基本構想   
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施策７ 人権・男女共同参画 

 

施策７のめざす姿  

すべての人の人権が尊重され、互いの人権を尊重し合い、個性と能力を十分に発揮できる 

 

現状・課題  

○人権を考える市民集会や、やまとこおりやま

人権フェアを開催し、人権について周知・啓

発しています。また、市内の人権教育推進協

議会と協力して地区別懇談会を実施し、地域

に人権教育の場を提供しています。 

○アンケート調査において人権を身近に感じて

いる人は４割を下回っています。一方で、人

権が侵害された経験のある人は 23.9％とな

っており、性別や年齢による差もみられます。 

○誰もが人権侵害をしてしまう可能性があるこ

とや、アンコンシャス・バイアスなど、普段の

暮らしの中での人権について啓発を続けてい

く必要があります。また、人権侵害を受けた

ときの対応方法や相談窓口についての情報提

供や啓発も重要です。 

○外国人の安心な暮らしにつながるよう、日本

語教室を実施しています。本市の外国人住民

数は増加傾向にあるため、引き続き多文化共

生の環境づくりを進めていく必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○性別に関わらず、ともに尊重し合い、ともに

参画する社会の実現に向け、啓発活動や女性

の参画拡大等を進めてきました。 

○公務員に占める女性管理職の割合は上昇傾向

にありますが、県内市町村平均と比べると低

くなっています。審議会等における女性委員

の割合はやや低下傾向にあり、県内他市と比

較しても低い状況です。 

○アンケート調査においても、社会の様々な場

面で男女の不平等を感じている人が多くなっ

ています。 

○性別に関わらず個人の個性や能力を十分に発

揮できる意識変革や社会づくりが必要となっ

ています。 

 

人権が身近に感じる程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：誰もが暮らしやすい社会づくりに向けたアンケート 

【令和６年度実施】 

 

          

身近に感じる, 

35.9 

どちらともい

えない, 37.5 

わからない, 7.8 

無回答, 

2.2 

回答数1,069

身近に感じない, 

16.6 
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略 

資
料
編 

 

施策の展開 

 

１）自由で平等なまちづくりに向け、人権尊重の精神を育む  

○すべての人の人権が尊重され、多様性が認められる共生社会の実現に向けて、インターネット

上の人権侵害を含めたあらゆる差別がなくなるよう、様々な人権問題に対する正しい知識と理

解を深める集会や研修会を、関係団体との連携により継続して開催していきます。 

○乳幼児から高齢期まであらゆる年齢層に対し、学校等の教育機関や、家庭、地域、企業、行政機

関等様々な場面において人権教育を推進・支援していきます。 

○複雑・多様化する人権に関する相談に対して、専門の相談窓口の情報を迅速に提供できるよう

努めます。 

○生活者としての外国人が円滑な意思疎通を図れるよう支援し、地域住民が多様な文化への理解

を深めることができるよう、引き続き日本語教室を開催していきます。 

 

２）すべての人が個性と能力を十分に発揮できるまちづくり  

○性別に関わらず個性や能力を十分に発揮できるよう、個人を尊重する意識の醸成を図ります。 

○男女ともに活躍できる社会をめざすために、男女の平等と相互理解や協力について学習機会を

設けるなど、幅広い分野における男女共同参画意識の一層の浸透を図ります。 

○性別に偏らない様々な意見や価値観が施策や方針に反映されるよう、女性本人の意向を十分に

尊重しつつ、行政や企業、地域等の方針決定過程への女性の参画促進を図ります。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

人権を身近に感じる割合※１ 35.9％（R6） ↗ 

今までに自分の人権が侵害されたと思ったことがある人の割合※１ 23.9％（R6） ↘ 

社会通念・慣習・しきたりなどにおいて「男女平等」と感じている人の 

割合※２ 
12.5％（R4） ↗ 

※１ 誰もが暮らしやすい社会づくりに向けたアンケート【令和６年度実施】 

※２ 男女共同参画に関するアンケート【令和４年度実施】 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○人権施策に関する基本計画 

○かがやきプラン（男女共同参画基本計画） 

 

  



 

40 

施策８ 生涯学習 

 

施策８のめざす姿  

生涯を通した主体的な学びにより、個人の自己実現や地域コミュニティの活性化が図られる 

 

現状・課題  

○様々な生涯学習講座の実施により市民の主体

的な学びの機会を、芸術祭等の実施により市

民の芸術文化活動の機会を確保しています。 

○生涯学習や芸術文化活動に関する様々なイベ

ントや行事を実施していますが、団体数の減

少や参加者の高齢化が課題となっています。 

○市民誰もが利用しやすい図書館をめざし、毎

月、乳幼児とその保護者への読み聞かせイベ

ント、こども向けのおはなし会を実施すると

ともに、中高生向けの図書コーナーの設置、

大活字本や読み上げ機能が付いた書籍コンテ

ンツの導入、電子図書館の活用を行っていま

す。 

○こどもの読書離れを防ぐため、読書を楽しん

でもらえるよう、小、中学生からおすすめの

本のアンケートを実施し、「こども推し本」

リストを作成しました。また、探究学習のプ

ロセス全体を支援する拠点として、図書館を

効果的に活用し、探求的で深い学びを行うこ

とができるよう、市立図書館と学校図書館の

連携を進めています。 

○各種のスポーツイベントや気軽にスポーツを

はじめる機会となっているスポーツ教室を実

施しています。また、広報紙や SNS等様々な

媒体でスポーツ活動の情報提供を行っていま

す。 

○科学教室においては、こどもたちの創造性を

育み、科学に対する興味や関心を養う講座等

を開催しています。 

○各社会教育団体の活発な活動に向けた支援を

行っています。 

 

○新たな青少年リーダーを発掘し、市の行事、

地域貢献活動等を通して健全な人間形成や地

域教育の一翼を担うことに取り組んでいま

す。 

○市民意識調査で「図書館サービスや生涯学習

が充実し、学びと交流の場の充実が進んでい

る」か尋ねたところ、「そう思う」は 29.9％

と「そう思わない」を上回っています。 

○引き続き、市民の生きがいある暮らしや自己実

現に向け、生涯を通して主体的な学びやスポー

ツを行える環境づくりが求められています。 

 

図書館サービスや生涯学習が充実し、学びと 

交流の場の充実が進んでいると思う割合 

 

  

そう思う, 

29.9 

ふつう, 

53.6 

そう思わない, 

13.4 

無回答, 

3.1 

回答数1,366
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施策の展開 

 

１）生涯学習や芸術文化活動の促進  

○公民館ややまと郡山城ホール等の、生涯学習や芸術文化活動に関する施設において、良好な状

態に保つため、改修等の維持管理を行っていきます。 

○生涯学習を身近なものにするため、地域コミュニティが関わる運営体制の充実を図ります。 

○生涯学習や芸術文化活動を行う団体等に対し、活発な活動に向けた支援を行うとともに、行事

等に関して広く市民への情報周知を行います。 

○各社会教育施設の適正な運営に取り組み、引き続き魅力ある講座等を開催していきます。 

 

２）図書館サービスの充実  

○地域ボランティアや学校と連携し、こどもをはじめ、誰もが本に親しみ、情報・知識・学び・交

流の拠点として利用していただける図書館をめざします。 

○市民が郷土の歴史を振り返り、活用することができるよう、地域資料の情報を充実し、デジタル

化をし、Web 上での閲覧環境の構築を推進します。 

○ICT を活用した図書館サービスや、電子図書館コンテンツの充実に努めます。 

 

３）生涯スポーツの振興  

○こどもから高齢者、障害のある人も取り組めるような生涯スポーツの普及・啓発に努めます。 

○地域でのスポーツ団体の活動を支援します。 

○スポーツ推進委員の活動を支援し、市内でのスポーツ振興を図ります。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

図書館サービスや生涯学習が充実し、学びと交流の場の充実が 

進んでいると思う市民の割合※ 

29.9％ 

（R6） 
↗ 

生涯学習施設（公民館、やまと郡山城ホール）の年間利用者数 
388,580 人 

（R6） 
↗ 

電子図書館コンテンツ数 
6,567 点 
（R6） 

↗ 

トライスポーツフェスティバルの参加者数 
950 人 
（R6） 

↗ 

※市民意識調査【令和６年実施】 

 

関連する主な個別計画、指針等  
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施策９ 環境保全 

 

施策９のめざす姿  

人にも環境にもやさしいまち 

 

現状・課題  

○ごみ総排出量は年々減少しており、2024 年

度で 27,522ｔ、１人１日あたり総排出量も減

少傾向にあります。 

 

ごみ総排出量、１人１日あたり総排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一般廃棄物処理基本計画及び容器包装廃棄物

に係る分別収集計画に基づき、ごみの減量化

と再資源化を推進してきました。 

○一般廃棄物の処理施設としては清掃センター

と衛生センターがあり、ともに安定した運営

を実施してきましたが、両施設ともに老朽化

が進んでいるため、適切な維持・管理・整備が

必要となります。 

○国は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全

体としてゼロ（カーボンニュートラル）にす

ることを目標としています。 

○市では、市自らが実施する事務・事業により

排出される温室効果ガスについて、2026 年

度までに 2013 年度比 35％の削減目標を掲

げています。2024 年度で 23,195ｔ-CO2 と

なっており、基準年（2013 年）の 35,685ｔ

-CO2 から大きく減少しています。 

 

 

 

 

市の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民意識調査で「環境にやさしい社会の形成

が進められている」か尋ねたところ、「そう

思う」は 12.7％と「そう思わない」を下回っ

ています。 

 

環境にやさしい社会の形成が 

進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,468 30,364

29,227

28,379

27,522

977 980

953

931

911

860

880

900

920

940

960

980

1,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

ごみ総排出量 １人１日あたり総排出量
(t/年) (ｇ/人・日)

25,047 26,660
22,299

24,187 23,195

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

(t-CO2) 基準年量（2013年）

35,685t-CO2

そう思う, 

12.7 

ふつう, 

58.7 

そう思わ

ない, 

24.3 

無回答, 

4.2 

回答数1,366
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施策の展開 

 

１）循環型社会の形成  

○循環型社会の構築に向け、３R（リデュース、リユース、リサイクル）の取り組みを推進し、ご

みの排出量の低減をめざします。低減にあたっては市民・事業者・行政が一体となって取り組ん

でいきます。 

○清掃センター及び衛生センターは市民生活に欠かせない施設であることから、今後も適切な施

設の維持・管理に取り組み、安定した施設の運営に努めます。 

○清掃センターについては、老朽化する施設の延命化や新たなごみ処理施設の整備に向けた検討

を進めていきます。 

 

２）自然環境の保全  

○大気、水質、騒音等、市内の環境状況の把握に努め、健康な生活を営むことができる住みやすい

まちをめざします。 

 

３）地球環境の保全  

○温室効果ガス排出量削減に向けて、省エネルギー化に努めることで、持続可能な脱炭素社会の

実現に取り組み、地球環境負荷の軽減をめざします。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

ごみ総排出量 
27,522ｔ 
（R6） 

↘ 

温室効果ガスの総排出量 
23,195ｔ-CO2 

（R6） 
↘ 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○地球温暖化対策推進事業計画書   

○環境基本計画 

○一般廃棄物処理基本計画      

○容器包装廃棄物に係る分別収集計画 
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施策 10 観光 

 

施策 10 のめざす姿  

多くの人が行き交う、にぎわいあるまち 

 

現状・課題  

○本市には、史跡郡山城跡、紺屋町等の町屋建

築、矢田寺・松尾寺や源九郎稲荷神社等の歴

史ある寺社など、歴史的・文化的資源が随所

にみられます。 

○本市における夏の風物詩となっている「全国

金魚すくい選手権大会」を開催し、本市の名

産品である「金魚」を活かした観光振興に取

り組んでいます。 

○市民意識調査で「観光によるにぎわいづくり

が進められている」か尋ねたところ、「そう思

う」は 27.0％と「そう思わない」を下回って

います。 

 

観光によるにぎわいづくりが 

進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光客数は、新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴い、日本国内及び奈良県下においても

令和２年・令和３年は大きく減少し、近年は

回復しつつあるものの拡大前の水準には達し

ていない状況です。本市への来訪者（観光客

数）は令和４年度で約 73 万人（推計）と、令

和３年度から約 30 万人増加しています。 

○令和８年に郡山城主の豊臣秀長を主人公とす

る大河ドラマの放送が決まったことにより、

史跡郡山城跡への来訪者の増加が見込まれ、

また本市の認知度を高めるよい機会と考えら

れます。 

○まちの魅力発信にあたり、市ホームページ、

SNS 等による発信をはじめ、大和郡山市観光

協会を中心に、観光ボランティアによる魅力

発信、観光案内等に取り組んでいます。 

○本市に来訪し、まちの魅力を知っていただく

ことで、交流人口・関係人口の増加、そして

定住人口の増加につながります。引き続き、

まちの魅力発信や新たな魅力を発掘しなが

ら、観光振興に取り組む必要があります。 

 

そう思う, 

27.0 

ふつう, 

37.0 

そう思わ

ない, 

32.4 

無回答, 

3.5 

回答数1,366
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施策の展開 

 

１）観光振興に向けた環境整備  

○本市のシンボルである史跡郡山城跡や金魚をはじめとした本市の歴史や文化に根付いた地域資

源を活用した観光振興に取り組みます。 

○個人旅行志向に対応するため、地域資源を活かした観光コンテンツを展開し、来訪者の満足度

向上に努めます。 

○来訪者が歴史文化遺産や自然観光地を快適に周遊できるよう、景観や観光需要に適した環境整

備に取り組みます。 

 

２）まちの魅力発信とシビックプライドの醸成  

○観光協会をはじめ、地域の団体・ボランティア等と連携し、まちの魅力発信に取り組みます。 

○観光ボランティアや事業者など、観光やシティプロモーションに携わる人たちと協力していく

中で、市民や訪れた人々の大和郡山市に対する愛着の醸成に努めます。 

 

前期基本計画における指標  

指標名 現状 目標（R12） 

「観光によるにぎわいづくりが進められている」と感じる市民の割合※ 
27.0％ 
（R6） 

↗ 

観光客数 
861,479 人 

（R6） 
↗ 

全国金魚すくい選手権大会応募者数 
1,781 人 

（R6） 
↗ 

※市民意識調査【令和６年実施】 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○史跡郡山城跡保存活用計画 

○都市計画マスタープラン 
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施策 11 労働、産業振興 

 

施策 11 のめざす姿  

地域の産業が活発になり、市民・事業者ともに、いきいきと働く 

 

現状・課題  

○就業率をみると、女性は 2010 年以降増加傾

向にありますが、男性は年々減少傾向にあり、

全国・奈良県に比べて就業率が低くなってい

ます。 

○雇用・就労の促進に向け、雇用促進奨励金の

交付をはじめ、昭和工業団地協議会やハロー

ワーク大和郡山と連携した企業合同説明会を

開催するなど、雇用機会の創出に努めていま

すが、多くの事業所で人材不足が課題となっ

ています。 

○事業者の高齢化に伴い、空き店舗が増える中、

事業承継を進めつつ、商店街のにぎわいづく

りを進めていく必要があります。 

○全国的に農家が減少する中、本市も同様の傾

向にあり、2020 年で農家数は 1,221 戸とな

っています。農家数が減少していることから、

農地が適切に利用される方法や在り方を検討

していく必要があります。 

○市民意識調査で「商工業や地場産業、農業な

どの発展を支える取り組みが進められてい

る」か尋ねたところ、「そう思う」は 14.8％

と「そう思わない」を下回っています。 

○金魚は本市のシンボルであり、金魚養殖は重

要な地場産業となっていますが、養殖業者は

減少の一途をたどっており、従事者も減少し

ています。事業承継も含め養殖業者が事業を

継続できるよう支援するとともに、金魚文化

を広く周知していく必要があります。 

 

農家数の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省「農林業センサス」 

商工業や地場産業、農業などの発展を支える 

取り組みが進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金魚養殖業の経営体数、平均従事者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省「漁業センサス」 
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そう思う, 

14.8 

ふつう, 

52.2 

そう思わ

ない, 

29.0 

無回答, 

4.0 

回答数1,366
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施策の展開 

 

１）雇用・就労の促進  

○市内事業所の雇用機会の創出により、事業者と求職者とのマッチングを進め、人材の確保・定着

を進めます。 

○本市の交通利便性を活かし、新たな企業の誘致を進めます。 

○事業主に対し、ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発に取り組むとともに、市民が多様な働き

方を選択できるよう、事業主に対する啓発や関係機関と連携した支援に努めます。 

 

２）商工業の振興  

○本市及び奈良県が実施している優遇制度を広く周知し、市内での起業・創業を促進し、経済活性

化を図ります。 

○中小企業や小規模事業者が円滑に事業を承継することができるよう、大和郡山市商工会や奈良

信用金庫、日本政策金融公庫と連携した支援体制（大和郡山市事業承継地域ネットワーク）の充

実に努めます。 

○商店街の活性化に向け、商業関係者や地域、行政等が一体となって、まちのにぎわいづくりに取

り組みます。また、遊休不動産を活用したリノベーションに取り組みます。 

 

３）農業の振興  

○農業の将来について農業者・関係機関などが話し合い、地域の農業の未来をまとめる「地域計

画」の策定を進め、農地の受け手や農地バンクを活用した農地の集約化等を進めます。 

○新規就農者に経営資金の交付や機器導入にあたっての資金を交付するなどの支援に努めます。 

○トマト・いちご・大和丸なすなどの本市の特産物の PR と販路の拡大に努めます。 

 

４）地場産業の振興  

○奈良県郡山金魚漁業協同組合などと連携し、金魚産業の振興と活性化に努めます。 

○全国金魚すくい選手権大会を継続して開催するとともに、金魚マイスターと連携しながら、金

魚文化を全国に広く普及させていきます。 
 

前期基本計画における指標  

指標名 現状 目標（R12） 

城下町エリア（商店街を中心としたエリア）で空き家・空き店舗を 

利活用した物件数  

６件 
（R3～R6累計） 

↗ 

事業承継の新規相談件数 28 件（R6） ↗ 

「金魚マイスター養成塾」受講者数 189 人（R6） ↗ 

経営開始資金の給付者数 
6 人 

（R4～R6 累計） 
↗ 

関連する主な個別計画、指針等  

○都市計画マスタープラン   
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施策 12 防災・減災、医療 

 

施策 12 のめざす姿  

緊急時にも対応できる安心な体制が整っている 

 

現状・課題  

○防災については、災害の予防、応急対策、復

旧・復興の 3 段階について、自助・共助・公

助の連動が必要であり、市民が防災に関する

知識をもち、防災意識が高まるよう、自主防災

組織の結成促進や、防災活動の活性化に取り

組んでいます。 

○自主防災組織のない自治会への啓発や、非自

治会員への啓発が課題となっています。 

○市主催の防災講座を実施しています。また、地

域ごとの防災訓練により、地域住民の顔の見

える関係づくり、自助・共助による減災活動を

促進しています。 

○災害時に特に配慮を必要とする人への対応を

強化するため、要配慮者に関する情報把握や、

関係施設との連携、個別避難計画の作成を促

進する必要があります。 

○災害時に性別による不利益を被ることのない

よう、男女共同参画の視点も取り入れた、地域

実情に即した自主防災組織の育成を進めるこ

とが重要です。 

○ハザードマップの作成や治水事業の推進など

自然災害対策も進めており、今後も引き続き、

災害に強いまちづくりを進めることが求めら

れています。 

○減災の取り組みとして、無料の耐震診断や、耐

震改修工事、耐震シェルター工事、ブロック塀

等撤去費の補助を実施しています。 

○広報紙や市ホームページ等にて休日応急診療

所や電話相談窓口（#7119･#8000）等、救急

医療に関する情報を発信しています。 

 

○救急業務の円滑な実施を図る目的で「救急医

療連絡協議会」や「休日応急診療所運営協議

会」を定期的に開催し、関係機関と情報共有

を行っています。 

 

消防・救急体制の充実と、防災・減災が 

進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う, 

27.4 

ふつう, 

57.0 

そう思わない, 

12.6 

無回答, 

2.9 
回答数1,366
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施策の展開 

 

１）防災・減災  

○近年の気候変動により増加する気象災害に対する防災・減災をめざし、治水事業を進めていき

ます。 

○引き続き各種減災の取り組みや情報発信、啓発活動を行うとともに、実際に災害が発生したと

きを想定した体制づくりを進めていきます。 

○災害時の対応力を高めるため、地域における自主防災組織の結成や、防災訓練等の活動を促進

します。 

○消防団員が災害時に各消防分団庫を中心に活動を行えるように、管轄地域と顔の見える関係の

構築を進めていきます。 

○地域の講座等において消防団の広報を行い、消防団員の確保に努めます。 

○住宅の耐震化への関心が高まる中、耐震化の促進、所有者の積極的な取り組みを支援します。 

 

２）医療  

○休日・夜間等における適切な医療サービス提供体制を整備します。 

○救急業務の円滑な実施に向け、関係機関での連携と情報共有を図ります。 

○市民の医療不安を解消できるよう、救急医療に関する情報発信を行います。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

防災に関する出前講座開催数 24 回（R6） ↗ 

消防団員の団員数 280 人（R6） → 

自主防災組織活動事業費補助金の活用組織数 66 組織（R6） ↗ 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○地域防災計画  

○大和川流域水害対策計画  

○耐震改修促進計画 
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施策 13 生活安全 

 

施策 13 のめざす姿  

防犯体制の強化や、消費者被害を未然に防ぐための取り組みが進められている 

 

現状・課題  

○市・警察・民間団体で構成される大和郡山市

暴力排除推進協議会・市防犯協議会・市青少

年補導協議会において暴力団排除や特殊詐欺

の防止など、防犯に関する啓発活動を継続し

て実施しています。 

○自治会が設置する防犯カメラへの補助金の交

付や LED 防犯灯の設置を実施しています。 

○令和 4 年度には「大和郡山市消費者安全確保

地域協議会」を設置し、見守り体制の強化を

図るとともに、消費者被害防止対策機器購入

費補助や消費者月間記念講演及び出前講座の

開催など、特殊詐欺被害等の未然防止のため

の取り組みを実施しています。 

○市民意識調査で「防犯体制の強化や、消費者

被害を未然に防ぐための取り組みが進められ

ている」か尋ねたところ、「そう思う」は

15.6％と「そう思わない」を下回っています。 

○刑法犯認知件数は、件数・人口千人あたり件

数ともに令和３年から上昇に転じ、引き続き

防犯体制の強化や特殊詐欺等の未然防止に取

り組む必要があります。 

○令和６年に空家実態調査を実施し、適切に管

理されていない空家について指導を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑法犯認知件数・人口千人あたり 

刑法犯認知件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：奈良県警察「市町村別犯罪認知状況」 

 

防犯体制の強化や、消費者被害を未然に防ぐ 

ための取り組みが進められていると思う割合 

 

そう思う, 

15.6 

ふつう, 

57.8 

そう思わない, 

23.5 

無回答, 

3.1 

回答数1,366
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施策の展開 

 

１）地域防犯力の向上  

○各地域の実情に応じて、LED 防犯灯の新設や維持管理を推進するほか、自治会による防犯カメ

ラの設置を推進し、犯罪の抑止力向上を図ります。 

○近年増加する高齢者を狙った特殊詐欺等への対策周知のため、郡山警察署と連携し SNS やデジ

タルサイネージなどのツールを用いた効果的な防犯啓発を推進していきます。 

 

２）消費者被害の未然防止  

○地域の各団体等へチラシ配布等で啓発講座の参加を呼びかけ、地域の見守り活動等の強化を図

ります。また、被害に有効である消費者被害防止対策機器をより多くの人に設置してもらうた

めに補助を継続します。 

○高齢者をはじめ、認知症の人や障害者等の消費生活上、特に配慮を要する消費者を消費者被害

から守るため、「大和郡山市消費者安全確保地域協議会」において関係機関との連携強化・情報

共有を進めます。 

○消費生活に関する相談に対応する研修会等へ参加し、消費生活相談員の相談対応能力の向上を

図り、消費生活相談窓口の機能強化を図ります。 

 

３）空家対策  

○適切に管理されていない空家は安全面・衛生面などで周囲に悪影響を及ぼす可能性があること

から、所有者に対して適切な指導に取り組みます。  

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

人口千人当たり刑法犯認知件数 6.52‰（R6） ↘ 

特殊詐欺認知件数 20 件（R6） ↘ 

防犯カメラ設置率（設置済自治会数／自治会総数） 37.5％（R6） ↗ 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○地域福祉計画・地域福祉活動計画 

○空家等対策計画 
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施策 14 交通 

 

施策 14 のめざす姿  

誰もが利用しやすく、便利で安全な交通網となっている 

 

現状・課題  

○JR 関西本線（大和路線）と近鉄橿原線が南北

に縦断し、西名阪自動車道や国道 24 号、25

号などを基軸に道路網が形成され、京奈和自

動車道の供用、延伸も進み、大和まほろばス

マート IC や郡山 IC、郡山下ツ道 JCT が供用

されている広域的な交通条件に恵まれた地域

です。 

○市民意識調査で「便利な交通環境の整備が進

められている」か尋ねたところ、「そう思う」

は 21.1%と「そう思わない」を下回っていま

す。 

○都市計画マスタープラン改定の際のアンケー

ト調査で“不満”または“やや不満”と答えた人

の割合は「歩道・自転車道や自転車通行帯の

整備状況」で約 60％と一番高く、次いで「生

活道路の整備状況」で約 45％となっていま

す。 

○本市は城下町として発展してきた経緯から、

近鉄郡山駅・JR 郡山駅周辺の道路は４ｍ未満

の幅員が多くみられます。また、ワークショ

ップにおいても道が狭いこと、移動の安全性

に対する意見が多くみられました。 

 

便利な交通環境の整備が 

進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便利な交通環境の整備に関する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画マスタープランアンケート【令和元年度実施】 

 

○人口減少や少子高齢化が進む中、高齢者や子

育て世代、障害のある人など、すべての人が

健康で快適な生活環境を実現することや持続

可能な都市経営を可能とすることが大きな課

題となっています。 

  

60

45

41

34

29

27

20

19

19

17

14

0 100

生活道路の整備状況

バス（奈良交通）の利便性

幹線道路の整備状況

高齢者等に配慮した施設整備

（バリアフリー）

鉄道（JR）の利便性

鉄道（近鉄）の利便性

交通安全施設の整備状況

避難所や避難路などの整備

交通安全の運動や啓発活動

（％）

歩道・自転車道や自転車通行帯の整備状況

バス（コミュニティバス）の利便性

そう思う, 

21.1 

ふつう, 

38.1 

そう思わ

ない, 

37.9 

無回答, 

2.8 

回答数1,366
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序
論 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

人
口
ビ
ジ
ョ
ン 

第
３
期
総
合
戦
略 

資
料
編 

 

施策の展開 

 

１）交通体系、交通機能の充実  

○人口減少・少子高齢化に対応した「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市構造の実現に向

け、すべての人が円滑に移動できるよう、市内の公共交通ネットワークの拡充を図ります。 

○既存交通網の維持を図るほか、これらと協調した交通施策の実施により、市内交通網の充実を

図ります。 

○持続可能性の確保のため、客観的な指標に基づく評価を行い、社会情勢に見合った交通網への

再編を検討します。 

○道路や橋りょうの耐震化、長寿命化など、適切な維持・管理に取り組みます。 

 

２）歩きやすい交通環境と交通安全の推進  

○交通事故対策や歩行者・自転車の歩行・走行空間の確保により、道路の安全性を高めます。 

○市民及び来訪者が安心してまちを歩くことができるよう、有効幅員の確保などの安全対策を行

います。  

○バリアフリー基本構想に基づき、駅や駅前広場、道路等の交通施設等のバリアフリー化を推進

し、すべての人の円滑な移動をめざします。 

○郡山警察署や地域のボランティア団体と連携し、春秋の交通安全運動や各学校園での交通安全

教室を実施します。また、交通安全意識の醸成を図ることで、こどもや高齢者の交通事故のない

地域づくりをめざします。 

○駅周辺や公道上に放置されている自転車等の撤去・指導を行うことで、通行の安全確保を図り

ます。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

コミュニティバス等の収支率  5.3％(R6) ↗ 

コミュニティバス等の年間利用者数  29,008 人(R6) ↗ 

各学校園における交通安全教室開催数 124 回（R6） → 

駅周辺等の放置自転車数 105 台（R6） ↘ 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○総合交通戦略  

○都市計画マスタープラン  

○バリアフリー基本構想 

○バリアフリー特定事業計画  

○地域公共交通計画  
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施策 15 文化財の保全・継承・活用 

 

施策 15 のめざす姿  

文化財が適切に保全され、誇りを持てるまちづくりに活かされている 

 

現状・課題  

○本市は史跡郡山城跡をはじめとした、数多く

の文化財を有する歴史深いまちです。 

○本市には 38 の国指定文化財、36の県指定文

化財、56の市指定文化財、４の登録有形文化

財があります。 

○市民意識調査で「文化財の保護・継承が進め

られている」かを尋ねたところ、25.8％の人

が「そう思う」と答えています。 

 

文化財の保護・継承が 

進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○史跡郡山城跡を本市のまちづくりの拠点に位

置づけ、整備を推進しています。 

○市内各所の歴史遺産を次世代に確実に継承す

るために、未指定文化財の価値を掘り起こし

て、指定や登録を推進する必要があります。 

○指定・登録文化財を十分に保存活用するため

に、計画的な整備や継続的な維持管理を行う

必要があります。 

○地域における文化財の意義や、本市の歴史遺

産の魅力を発信するために、歴史フォーラム

の開催や啓発冊子の刊行などに取り組んでい

ます。 

○出土遺物や古文書などの文化財について、適

切な保存環境を確保する必要があります。 

○担い手不足により文化財の保存が困難になり

つつあるため、市内各所の歴史の特色を正確

に把握し、地域社会総がかりでの文化財の保

存と活用を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう思う, 

25.8 

ふつう, 

58.5 

そう思わ

ない, 

12.5 

無回答, 

3.1 

回答数1,366
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施策の展開 

 

１）文化財の保存  

○市内に所在する文化財の調査研究を進めて、指定文化財の本質的価値を向上するとともに、未

指定文化財の指定や登録を推進します。 

○史跡の保存整備や公有化、有形文化財の保存修理を推進し、適切な保存管理に努めます。 

○出土遺物や古文書などの文化財を適切に保存するために、保管・収蔵環境の充実を図ります。 

○市内に所在する歴史遺産の把握を推進して地域の歴史の解明に取り組み、官民が一体となった

持続可能で効果的な保存体制の構築をめざします。 

 

２）文化財の活用と普及・啓発  

○文化財の価値を市内外に広く発信するために、講座やサイン等の環境整備、啓発書籍の充実を

図ります。 

○研究成果や所蔵資料の公開を積極的に進めて、文化財の価値に基づく活用を促進します。 

○文化財を間近に体験しながら、学び、歴史を追体験できる活用を促進するとともに、市民が文化

財を誇りに思い、愛着を深めることで、シビックプライドの醸成を図ります。 

○地域社会や民間企業、大学等の研究機関と連携・協働を促進して、まちづくりや観光に寄与する

活用を図ります。 

○史跡郡山城跡をまちづくりの拠点と位置づけ、来訪者が安全に史跡の本質的価値を体感する環

境を整備し、城下町と連携した活用を促進します。 

 

前期基本計画における指標 

指標名 現状 目標（R12） 

「文化財の保護・継承が進められている」と感じる市民の割合※ 
25.8％ 
（R6） 

↗ 

指定文化財数 
133 

（R7.3 月末） 
↗ 

※市民意識調査【令和６年実施】 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○史跡郡山城跡保存活用計画  

○都市計画マスタープラン  

○郡山城跡公園基本計画 
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施策 16 都市整備 

 

施策 16 のめざす姿  

城下町らしさを残し、駅を中心とした快適で魅力あるまち 

 

現状・課題  

○本市は、郡山城と城下町が中心市街地を形成、

南部は昭和工業団地を中心に産業が集積し、

広域主要幹線道路が交わる交通の要衝として

物流施設の立地が進む一方、東部・西部は住

宅地と農地が広がっており、歴史・自然と経

済・産業が調和したまちです。 

○市民意識調査で「城下町らしさを残した魅力

ある市街地づくりが進められている」か尋ね

たところ、「そう思う」は 42.1％となってい

ます。「快適で安心して暮らせる住環境づく

り」は「そう思う」が 19.0％と、「そう思わ

ない」を下回っています。 

 

城下町らしさを残した魅力ある 

市街地づくり、快適で安心して暮らせる 

住環境づくりに関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民の憩いの場として、市内に 163か所の都

市公園が市内各所に点在しており、地域の協

力を得ながら適正な維持・管理に努めていま

すが、地区によっては高齢化に伴い、従来ど

おりの維持・管理が難しくなってきています。 

 

 

 

○空家所有者と利活用希望者のマッチングや空

家相談会を開催しています。人口の減少や高

齢化の進行に伴い、今後空家が増えることが

想定されるため、適宜実態を把握するととも

に、市場流通を促進する取り組みが必要です。 

○下水道事業は供用開始から 50 年以上が経過

しており、設備の老朽化が進んでいることか

ら下水道ストックマネジメント計画に基づ

き、計画的かつ効率的に改築・更新を進めて

います。下水道事業に携わる職員の確保及び

技術の継承が課題である中、民間活力の導入

も含め、今後の在り方を検討していく必要が

あります。 

○近鉄郡山駅周辺地区は、本市の中心市街地に

位置しており、観光資源や都市機能と人口が

集積し、にぎわいや交通の核となるエリアで

す。しかし、人と自動車が錯綜し、駅前での

滞留スペースが少なく、交通結節性や交通安

全性の問題や、にぎわいづくりのためのまと

まった公共空間を確保する必要があるなどの

課題を抱えています。 

○近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりについて

は、課題解決のため有識者や市民の方々と進

めてきたワークショップなどの成果をもと

に、具体的な整備を進めています。 

○近鉄平端駅周辺地区は駅周辺の基盤整備が進

んでおらず、歩行者の安全性の確保が求めら

れています。また、駅までのアクセス道路や

まとまった駅前広場がなく、駅周辺のにぎわ

いづくりを推進する必要があります。 

 

  

42.1 

19.0 

37.9 

57.2 

17.4 

21.2 

2.6 

2.6 

0.0 50.0 100.0

城下町らしさを残した魅

力のある市街地づくりが

進められている

快適で安心して暮らせる

住環境づくりが進められ

ている

そう思う ふつう

そう思わない 無回答

（％）回答数1,366
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施策の展開 
 

１）魅力と誇りある都市環境の整備  

○都市計画マスタープランで定めているエリアの特色を活かしながら、持続可能なまちづくりを

計画的に推進し、ゆとりと歴史性を保った土地利用をめざします。 

○本市特有の自然や歴史的な風景と、都市景観が織りなす良好な景観形成の実現のため、美しく

風格あるまちづくりを進めるなど、大和郡山らしい歴史・文化・自然景観を守り、育て、活かし

ていきます。 
 

２）住まいの整備・確保  

○居住に課題を抱える人（住宅困窮者）の住宅確保に向けて、市営住宅・改良住宅の一般募集を引

き続き行い、住宅ストックを有効活用します。 
 

３）適切な空家の利活用  

○城下町らしい歴史的なまちなみを保全しながら、公民連携で空き家・空き店舗等への事業者の

誘致に取り組みます。 

○空家所有者と利活用希望者とのマッチングや空家バンクの有効活用など、民間団体等と連携し、

空家の流通を進めていきます。 
 

４）生活衛生環境の維持・向上  

○下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した施設・設備の計画的・効率的な更新を進

めるとともに、健全な下水道経営に取り組みます。 

○下水道事業の担い手が不足している状況から、下水道事業を効率的・戦略的に進めていくため、

官民連携（ウォーターPPP）の導入も含め、今後の在り方の調査・研究を進めていきます。 
 

５）駅周辺地区のまちづくり  

○近鉄郡山駅周辺地区の地域資源を活かし、多くの人が訪れ、楽しむことができ、豊かに住み続け

るまちの実現と民間主体のにぎわい創出のため「①人が集まり」「②回遊しやすく」「③歩きや

すい」「④官民連携」の仕組みづくりについて取り組んでいきます。 

○近鉄郡山駅周辺地区の都市機能の集中強化を図るとともに、利便性が高く、安心して住み続け

ることができるまちづくりをめざします。 

○近鉄平端駅周辺地区については、駅前広場やアクセス道路の整備、民間主導の生活関連施設な

どの立地により、便利で安全なまちづくりをめざします。 
 

前期基本計画における指標 

指標名  現状 目標（R12） 

鉄道駅利用者数（日平均乗車人数の維持） 
28,463 人/日 

（R5） 
→ 

地区内人口（近鉄郡山駅勢圏人口の維持） 
12,400 人 
（R5） 

→ 

 

関連する主な個別計画、指針等 

○都市計画マスタープラン ○立地適正化計画 ○郡山城下町街なみ環境整備方針 

○緑の基本計画 ○空家等対策計画 ○空き家対策総合実施計画 ○下水道事業経営戦略 

○下水道ストックマネジメント計画 ○近鉄郡山駅周辺地区まちづくり基本計画 

○近鉄平端駅周辺地区まちづくり基本構想 
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施策Ａ 市民参画の推進 

 

施策Ａのめざす姿  

多様な市民がつながり、協働によるまちづくりが進んでいる 

 

現状・課題  

○目まぐるしく社会が変化する中、地域におけ

る課題は多様化・複雑化しており、行政だけ

では解決が難しい場合もあり、市民や地域、

団体、企業など、様々な人たちと連携・協働の

もと、よりよいまちづくりを進めていく必要

があります。 

○市民意識調査で「市政やまちづくり等に参加

できる環境整備が進められている」か尋ねた

ところ、「そう思う」は 17.4％となっていま

す。まちに対する愛着度別にみると、まちへ

の愛着が強い人ほど「そう思う」と考える人

が多くなっています。 

○市民の自主的なアイデアに基づき、主体的に

参加・参画するための仕組みとして、アイデ

アサポート事業を平成 18 年度から実施して

おり、毎年度 30 件程度の提案が寄せられて

います。 

○本計画の策定にあたり開催したワークショッ

プでは、まちに対する想いから様々な提案を

いただいており、意見を踏まえ施策を立案し

ています。 

○そのほかにも、各分野においてワークショッ

プの開催や施策・事業を協働で実施するなど、

様々な場で市民等から協力を得ながら、まち

づくりを進めています。 

 

 

○自治会や老人クラブなどの地縁型組織は、加

入者や会の数が減少しており、2024 年度の

自治会加入率は 73.7％と減少傾向にありま

す。その一方で、「親子まつり」、「女のまつ

り」等の市民主体によるイベントについては

毎年にぎわいをみせています。 

○子育て・教育の分野においても地域住民等の

協力を得て、学習や体験・交流の場を提供し

ています。 

○人口減少及び少子高齢化が進むことで、地縁

型組織も会員減、高齢化が進むことから、そ

れぞれの活動を支えていく必要があります。 

 

市政やまちづくり等に参加できる環境整備が 

進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう思う, 

17.4 

ふつう, 

52.6 

そう思わない, 

26.5 

無回答, 

3.4 

回答数1,366

     

20.7 

8.1 

7.6 

0.0 20.0 40.0 60.0

愛着を持っている人

(回答数1,002)

どちらともいえない人

(回答数235)

あまり愛着を感じていない人

(回答数79)

そう思う

（％）
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施策の展開 

 

１）誰もがつながり、活躍できる場・機会づくり  

○こどもから高齢者、地域や企業など、本市に関わる人が社会や地域に興味を持ち、自ら参画し、

意見を表明できる機会をつくり、本市の未来を一緒に考えていきます。 

○誰もが地域で自分らしく暮らしていくため、多様な社会参加、地域での活躍、挑戦などを支援す

る取り組みを分野横断的に展開します。 

 

２）市民主体の多様な活動の活性化  

○市民の手による地域づくり、ふるさとづくりのため、市民団体等の活動支援に努めます。 

○ボランティア団体やＮＰＯ、市民活動団体などのテーマ型組織の活動、企業・事業所等や様々な

組織・団体による地域課題などの解決に向けた活動を支援します。 

○高齢化や子育てなどに関する地域課題の解決に向けて、地域住民が取り組んでいるコミュニテ

ィ活動の活性化を支援していきます。 
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施策Ｂ 情報発信、相談体制の充実 

 

施策Ｂのめざす姿  

知りたい情報が手に入れられ、不安や悩みが解消できる安心な相談窓口が充実している 

 

現状・課題  

○市民が抱える不安や悩み、問題等を解消・解

決するため、対象者や分野に応じた様々な相

談窓口を設置しています。また、国や奈良県、

社会福祉法人などの民間の専門機関、民生委

員・児童委員や人権擁護委員などの地域での

相談等、様々な人・機関と連携し、質の高い相

談体制の構築に努めています。 

○本市の取り組みや制度・事業については、市

ホームページや SNS など ICT を用いた発信

をはじめ、市広報紙やパンフレットなど紙面

による情報発信も行っています。 

○市民意識調査で「市民向けサービスの情報共

有や相談しやすい窓口の充実が進められてい

る」か尋ねたところ、「そう思う」は 23.1％

と「そう思わない」を上回っています。 

 

市民向けサービスの情報共有や相談しやすい 

窓口の充実が進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民が抱える不安や悩みは単一的な内容もあ

れば、8050 やダブルケアなど個人や世帯が

複数の課題を抱えているケースもあり、その

内容は多様化・複雑化しています。 

○そういった状況から本市では分野を超えた相

談支援者の顔の見える関係づくり等を通じ

て、複合的な課題を抱えた人・世帯を包括的

に支援する体制の構築・強化に取り組んでい

ます。 

○福祉分野に限らず、市民誰もが本市で安心し

て暮らすことができるよう、庁内関係各課、

関係機関、地域等が連携・協力のもと、包括

的な相談体制の構築と強化が重要です。 

○市民誰もが生活に必要な情報を収集できるよ

う、各種広報媒体の特性を活かした情報の発

信に取り組む必要があります。 

 

 

 

  

そう思う, 

23.1 

ふつう, 

52.7 

そう思わない, 

21.3 

無回答, 

2.8 

回答数1,366
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施策の展開 

 

１）わかりやすく、伝わりやすい情報提供  

○市民生活に必要な情報が行き届くよう、ホームページや SNS など ICT と紙媒体、それぞれの特

性を活かしたわかりやすい情報発信に努めます。 

○高齢者や障害のある人など、誰もが必要な情報を得ることができるよう、情報バリアフリー化、

アクセシビリティ化を進めていきます。 

 

２）包括的な相談支援体制の充実・強化  

○課題・不安を抱える人・世帯にしっかりと寄り添い、切れ目のない支援を展開していくために

も、あらゆる分野において相談支援機能を強化します。 

○分野別の支援では対応が困難な複合化、複雑化した課題に対応するため、分野・対象者にとらわ

れることなく、包括的な相談支援体制の構築・強化に取り組みます。 

○地域での見守り体制の充実、専門機関・専門職等によるアウトリーチなどを通じて、地域での

「気づき」の機能を強化します。また、気づきを支援につなげるために、身近な相談機能の充実

を図るとともに、地域の担い手と専門機関・専門職等の相互理解と連携を促進します。 

○各種相談員や専門機関に対し、必要な支援や情報を提供することで、各種相談の質の向上に努

めます。 

○相談先がなく、孤立しやすい子育て世代が気軽に、身近な場所で相談できる体制づくりと、こど

も・若者の居場所を地域に創り出すことで、悩みごと・困りごとを気軽に相談できる地域づくり

を推進します。 
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施策Ｃ 健全な行財政運営 

 

施策Ｃのめざす姿  

適切な市民サービスの提供につながる、効率的・安定的な行政運営を行っている 

 

現状・課題  

○市民意識調査で「市の財政の健全化が進めら

れている」か尋ねたところ、「そう思う」は

14.1％と「そう思わない」を下回り、多くの

人が「ふつう」と答えています。 

○本市の一般会計決算は、集中改革プラン「リ

メイク大和郡山プロジェクト」などの行財政

改革に継続して取り組んできた結果、黒字決

算が続いています。また、2024 年度の実質公

債比率は 5.2％、将来負担比率はマイナスへ

と改善し、悪化の目安となる早期健全化基準

値を大幅に下回っています。 

○本市の公共施設は平均築年数が 30 年を超え

る施設が多く、有形固定資産減価償却率も他

の類似団体に比べて高く、施設の老朽化が進

んでいます。改修や更新に係る費用を抑制し

つつ、施設の安全性や人口の動向に応じて公

共施設の適正配置を進め、今後も質の高い行

政サービスと健全な財政運営を両立していく

ことが重要です。 

 

市の財政の健全化が進められていると思う割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人口減少、少子高齢化の進展に伴い、労働力

人口の減少が見込まれます。また、目まぐる

しく社会が変化する中で、市民が抱える問題

や課題も多様化・複雑化しており、市職員の

業務量も増えています。 

○職員の精神的な負担の軽減に向け、臨床心理

士によるカウンセリングやメンタルヘルス研

修の実施など、こころの健康、相談体制の充

実に取り組んでいます。そのほか、職員の専

門性を高める研修の実施や外部講師による講

座の開催など、職員のスキルアップに取り組

んでいます。 

○新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴

い、社会のデジタル化が進みました。2023 年

６月に「デジタル社会の実現に向けた重点計

画」が閣議決定され、デジタル社会のビジョ

ンの実現には自治体のＤＸ（デジタル・トラ

ンスフォーメーション）の推進が重要とされ

ました。 

○労働力人口の減少や業務の多様化・複雑化に

対応しつつ、市民満足度を高めていくために

も業務のデジタル化を進めていく必要があり

ます。 

 

 

 

  

そう思う, 

14.1 

ふつう, 

59.4 

そう思わない, 

22.9 

無回答, 

3.7 

回答数1,366
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施策の展開 

 

１）健全な財政運営、戦略経営の推進  

○施策・事業の有効性や優先度を見直し、市債発行額の抑制、受益者負担の適正化、公有財産の有

効活用などにより財政基盤の安定化を図ることで、持続可能な財政運営を維持していきます。 

○納税について、利用しやすい納付方法としてデジタル化を推進するとともに納付意識の向上を

図ることで、市税や保険料の収納（徴収）率の向上を図ります。また、税外収入としてふるさと

納税のさらなる推進を図るとともに、施設サービス利用に対する負担の在り方について検討し

ていきます。 

○公共施設等総合管理計画に基づき、施設の集約や廃止も含めた検討を進め、施設保有量の適正

化を図るとともに、各施設の維持管理、長寿命化を図ります。 

○リニア中央新幹線中間駅の設置をめざした活動を継続していきます。  

 

２）人材育成、組織づくり  

○複雑化・多様化する市民ニーズに対応できるよう、様々な研修や講座を開催するなど、職員のス

キルアップを図るとともに、人事評価制度の効果的な運用に努めます。 

○職員のワーク・ライフ・バランスと働きやすい環境づくりに取り組みます。 

 

３）自治体 DX 推進  

○市民にとってスムーズで利便性が高く、行政にとって業務の効率化が図れるよう、各種手続き

のオンライン化や窓口のデジタル化に取り組みます。 

○マイナンバーカードの取得をさらに進めるとともに、今後大幅に増加すると考えられるカード

の様々な事案に適切に対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和郡山市 

第３期総合戦略 
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人口ビジョン 
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１．人口ビジョンの位置づけ 

大和郡山市人口ビジョンは、本市における人口の現状を分析し、人口問題に対する認識・課題を共

有し、今後めざすべき将来の方向と人口の将来展望を示すもので、総合戦略（総合計画における重点

戦略）の策定において、効果的な施策を企画・立案する上で重要な基礎情報となるものです。 

第３期総合戦略を策定するにあたり、効果的な施策を立案するための基礎情報として、改定を行

いました。 

なお大和郡山市人口ビジョンは、令和 42年（2060 年）までを対象期間としています。 

 

２．人口及び世帯の状況 

（１）人口（国勢調査）の推移 

○総人口は 1995年の 95,165 人をピークに減少傾向にあり、2020 年で 83,285 人。 

○（一般世帯）一世帯あたり人員は年々減少傾向（2020 年で 2.38 人）。 

○年齢３区分別にみると、０～14歳（年少人口）及び 15～64歳（生産年齢人口）は年々減少、65

歳以上（高齢者人口）は年々増加。 

 

総人口及び（一般世帯）一世帯あたり人員の推移（長期） 

 
資料：総務省「国勢調査」 

年齢３区分別人口の推移 

 
資料：総務省「国勢調査」 
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○年齢３区分別に人口構成割合をみると、人口ピーク時の 1995 年は０～14 歳は 15.8％、15～64

歳は 71.5％、65歳以上は 12.7％になっているが、2020 年では 65 歳以上（高齢化率）が 33.3％

と、高齢者割合が大きく上昇。 

○高齢化率は 2010 年、後期高齢化率は 2015 年を境に全国・奈良県を上回る。 

 

年齢３区分別人口構成割合の推移 

 
資料：総務省「国勢調査」 ※上記の構成比は年齢不詳人口を除き、算出しています。 

 

 
高齢化率の推移                後期高齢化率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務省「国勢調査」 ※高齢化率・後期高齢者率は年齢不詳人口を除き、算出しています。 
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（２）世帯の推移 

○一般世帯は年々増加しているが、一世帯あたり人員は年々減少。 

○世帯構成をみると、核家族世帯・３世代世帯は減少、単独世帯は増加の傾向。また、単独世帯の

構成比は 2020年で 28.5％と、全国・奈良県より低い。 

 
一般世帯及び（一般世帯）一世帯あたり人員の推移         一般世帯に占める世帯構成割合の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務省「国勢調査」 

 
世帯構成の推移 

  

大和郡山市 奈良県 全国 

2000 年 
(平成 12 年) 

2005 年 
(平成 17 年) 

2010 年 
(平成 22 年) 

2015 年 
(平成 27 年) 

2020 年 
(令和２年) 

2020 年 
(令和２年) 

2020 年 
(令和２年) 

一般世帯 世帯数 32,047 32,748 33,200 34,079 34,153 543,908 55,704,949 

  
親族のみの世帯 

世帯数 25,970 26,077 25,481 25,028 24,127 380,297 33,889,589 

  構成比 81.0 79.6 76.8 73.4 70.6 69.9 60.8 

    
核家族世帯 

世帯数 21,373 21,936 21,876 21,829 21,472 340,422 30,110,571 

    構成比 66.7 67.0 65.9 64.1 62.9 62.6 54.1 

    
核家族以外の世帯 

世帯数 4,597 4,141 3,605 3,199 2,655 39,875 3,779,018 

    構成比 14.3 12.6 10.9 9.4 7.8 7.3 6.8 

  
非親族を含む世帯 

世帯数 85 107 199 183 205 3,099 504,198 

  構成比 0.3 0.3 0.6 0.5 0.6 0.6 0.9 

  
単独世帯 

世帯数 5,992 6,564 7,331 8,752 9,734 159,204 21,151,042 

  構成比 18.7 20.0 22.1 25.7 28.5 29.3 38.0 

  
世帯の家族類型「不詳」 

世帯数 0 0 189 116 87 1,308 160,120 

  構成比 0.0 0.0 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 

  
（別掲）3 世代世帯 

世帯数 3,521 3,035 2,582 2,172 1,671 25,015 2,337,703 

  構成比 11.0 9.3 7.8 6.4 4.9 4.6 4.2 

資料：総務省「国勢調査」 

※四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合があります。 
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３．人口動態 

（１）出生と死亡 

○出生数は 2024年で 413 人と減少傾向に対し、死亡数は 2024 年で 1,189 人と増加傾向。 

○出生数を死亡数が上回る“自然減”の状況が続いている。 

○出生率は全国・奈良県より低く、死亡率は全国・奈良県よりも高い。 

 

出生数と死亡数の推移（自然増減の推移） 

 
資料：奈良県「人口動態統計」 

 

出生率（人口千対）の推移                    死亡率（人口千対）の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大和郡山市・奈良県は奈良県「人口動態統計」、全国は厚生労働省「人口動態統計」 
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○合計特殊出生率は、2018～2022年で 1.30。各年ともに全国よりわずかに低く、奈良県とほぼ同

じ。 

○2018～2022 年の合計特殊出生率を市町村別にみると、本市は 39 市町村中 16番目とほぼ中間。 

 

合計特殊出生率の推移 

 

資料：人口動態統計特殊報告 

 

全国・奈良県・市町村別合計特殊出生率【2018～2022 年（平成 30～令和２年）】 

 

資料：人口動態統計特殊報告 
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（２）転入・転出 

○転入者・転出者ともに各年とも 2,000人台で推移。転入者数から転出者数を引いた社会増減は、

近年均衡している。 

○2024 年を年齢別にみると、転入者・転出者ともに 15～44歳の年代が多い。主として 20～24歳・

35～39歳において転出者のほうが多いが、そのほかの年代は、概ね転入者のほうが多い。 
 

転入と転出の推移（社会増減の推移） 

 
資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

※総合戦略では性別・年齢別で社会増減を把握するため上記統計を用いている。なお、基本構想は総務省「住民基

本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」にて分析を行っている。 

 

年齢別転入と転出【2024 年（令和６年）】 

 
資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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○2024 年を性別にみると、男女ともに社会増。 

○2024 年を性年齢別に社会増減の多い 20歳代をみると、男性は 20～24歳で社会減、25～29歳で

社会増に対し、女性は 20～24歳・25～29 歳ともに社会減。 

 
男性の年齢別転入と転出【2024 年（令和６年）】 

 
資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

 

女性の年齢別転入と転出【2024 年（令和６年）】 

 
資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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○2024 年と 2019 年の社会増減を比べると、2024 年・2019 年ともに 20～24 歳の社会減が多い。 

○各年代別にみると、60 歳以上の一部の年代において 2019 年当時より減少している階層もある

が、59歳以下のすべての年代において 2019 年当時より増加もしくは減少幅の縮小につながって

いる。  

 

2019年と 2024年の社会増減 
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○2024 年の転入・転出をエリア別にみると、転入・転出の約４割は奈良県内での移動となってお

り、うち「奈良市」への転入・転出が最も多い。ほか、奈良県下では「天理市」「橿原市」「斑

鳩町」での転入・転出が多い（各市町 50人以上の転入・転出）。 

○奈良県以外の都道府県でみると、転入は「大阪府」「京都府」「兵庫県」、転出は「大阪府」「京

都府」「東京都」の順で多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

 

 大和郡山市  

奈良市 

生駒市 

斑鳩町 

橿原市 

天理市 

64 人 

69 人 

32 人 

46 人 

420 人 

545 人 

66 人 
77 人 

88 人 

106 人 

転入     グレー塗りつぶし 

転出      点線囲み 

大阪府 
大阪府から転入 465 人 
大阪府へ転出 534 人 

 
うち大阪市 

大阪市から転入 167 人 
大阪市へ転出 246 人 

 
うち東大阪市 

東大阪市から転入 39 人 
東大阪市へ転出 40 人 

京都府 
京都府から転入 143 人 
京都府へ転出 127 人 

 
うち京都市 

京都市から転入 54 人 
京都市へ転出 60 人 

 
うち木津川市 

木津川市から転入 29 人 
木津川市へ転出 26 人 

 

その他 
 

兵庫県 
兵庫県から転入 115 人 
兵庫県へ転出 95 人 

 
三重県 

三重県から転入 54 人 
三重県へ転出 42 人 

 
和歌山県 

和歌山県から転入 28 人 
和歌山県へ転出 14 人 

 
東京都 

東京都から転入 74 人 
東京都へ転出 107 人 

 

奈良県 
 

他市町村から転入 1,194 人 
他市町村へ転出 1,099 人 

 
 
 

他市町村から転入 420 人 
他市町村へ転出 438 人 

その他奈良県内市町村の移動 
（地図表記以外の市町村） 

全体 
大和郡山市へ転入  2,540 人 
大和郡山市から転出 2,480 人 
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（３）自然増減と社会増減 

○自然増減は、近年自然減（出生を死亡が上回る）が年々増えているのに対し、社会増減（転入者

数と転出者数の差）は均衡している。 

 

自然増減と社会増減 

 
資料：自然増減は奈良県「人口動態統計」、社会増減は総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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４．大和郡山市における総人口の現状とこれまでの将来推計 

 

○本市の総人口は 1995年の 95,165 人をピークに減少傾向にあり、2020年で 83,285 人と人口ビジ

ョンで定めた目標人口 83,637 人をやや下回るものの近い値で推移している。 

○下図は国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）による本市の将来推計で、令和５年

推計では、５年区間で約 4,000人から 5,000 人規模で人口が減少し、2050年で 54,141 人になる

と推計されている。 

 

総人口の推移 

 
資料：総務省「国勢調査」 

社人研よる人口推計と人口ビジョンにおける目標値 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」、平成 25 年、平成 30 年、令和５年推計 

※目標値は大和郡山市人口ビジョン 
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○2024 年１月に提言された「人口ビジョン 2100」では、令和５年現在で約１億 2,400万人いる総

人口が 2100 年で 6,300万人まで減少すると推計されている。 

○提言では、総人口が“急激”かつ“止めどもなく”減少し続ける状態から脱し、2100 年までに

安定的で、成長力ある「8,000万人国家」をめざすとされている。 

○人口を定常化させるためには「出生率が 2.07の人口置換水準」に達し、その後も継続すること

が条件。 

○総人口 8,000万人（国の試算）にするには、2060 年に合計特殊出生率が 2.07、2040 年以降国際

移動均衡が条件となる。 

 

「人口定常化」をめぐる４つのケース 

 
出典：人口戦略会議「人口ビジョン 2100」（2024 年１月） 

   ※国際医療福祉大・人口戦略研究所による独自試算 

 

 

今後も人口減少が続くと想定される中、安心・安定の大和郡山市を維持していくためには一定人

口を維持していくことが重要です。 
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５．目標人口 

 

○本市のこれまでの人口動態をみると、高齢化の進展に伴い死亡数は年々増える中、出生数は減

少、合計特殊出生率は 1.2～1.3と横ばいの状況にある。 

○転入・転出による社会移動は、20～49 歳の比較的若い世代で多く、これまで転入者を転出者が

上回る“社会減”の状況が続いているが、年々減少幅は縮まり、令和５年以降は転出者を転入者

が上回る社会増となっている。 

○人口減少、少子高齢化が進む中、出生率の上昇はなかなか見込めないことから、若い世代の転入

促進、転出抑制につながる施策を展開することで人口減少を抑制し、2060 年の将来展望人口を

52,400人とする。 

 

目標人口設定における仮定値の概要 

パターン 概要 

合計特殊出生率 ○社人研において算出された合計特殊出生率（1.19～1.24）とする。 

純移動率 

○近年、20～49歳の社会増の状況を維持することを目標に、移動率を均衡

（ゼロ）とする。 

○そのほかの年代は、社人研において算出された純移動率を用いる。 
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第３期総合戦略 
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１．第２期大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況 

「第２期大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「第２期戦略」という。）では、４

本の基本目標と、11 本の施策を設定し、人口減少の抑制と本市における地方創生の推進に取り組ん

できました。 

 

基本目標１ 既存事業者の経営安定化と新規起業チャレンジ等により雇用を創出する 

指標 
現状値 

（計画策定時） 

第２期戦略 

目標値 
達成状況 備考 

市内従業者数 38,625 人（R1） 38,700 人（R7） 40,758 人（R3） 
経済センサス活動

調査 

 

基本目標２ 職住近接や多世代住居・近居住居、生活環境の確保により定住者を増やす 

指標 
現状値 

（計画策定時） 

第２期戦略 

目標値 
達成状況 備考 

転入人数 2,253 人（R1） 2,300 人（R7） 2,364 人（R6） 住民基本台帳人口

移動報告書 転出人数 2,587 人（R1） 2,550 人（R7） 2,412 人（R6） 

 

基本目標３ 結婚・出産・子育てしたいと思われる環境を構築する 

指標 
現状値 

（計画策定時） 

第２期戦略 

目標値 
達成状況 備考 

大和郡山市の 

子育て環境に満足

している人の割合 

14％（R1） 20％（R7） 11.6％（R6） 
令和６年度 

市民意識調査 

 

基本目標４ 時代に合った安全・安心な地域づくりと地域資源の有効活用により好循環を導く 

指標 
現状値 

（計画策定時） 

第２期戦略 

目標値 
達成状況 備考 

これからも 

大和郡山市に 

住んでいたいと 

思う市民の割合 

60.7％（R1） 70％（R7） 70.9％（R6） 
令和６年度 

市民意識調査 
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２．第３期総合戦略の考え方 

各種統計データやアンケート結果、施策・事業の点検・評価、社会動向等を踏まえ、本市における

主要な課題は以下のとおりです。 

 

○第１期人口ビジョンで掲げた目標人口に沿う形で人口が推移してきた（予測ほど、人口が減

少しなかった）が、少子高齢化、人口減少は今後もさらに進むと想定される。 

○生産年齢人口の減少に伴い、様々な場において担い手不足が問題になっている。 

○転入者を転出者が上回る社会減の状況が続いていたが、その減少幅は縮小している。 

○高齢化の進行に伴い、空き家、空き店舗が徐々に目立つようになってきている。 

○市内公共施設（インフラ）の老朽化。 

○市民の定住意向は増加傾向（追い風）にあるが、若い世代の定住意向を高める必要がある。 

○城下町の魅力を活かした市街地づくりに対する評価が高い。 

○消防・救急、防災・減災を重要と考える人が多い。 

 

人口減少社会にある中、本市の魅力や特性を活かしながら、市民のまちに対する愛着の増進と、定

住・転入を促進し、「まちのにぎわいづくり」と「持続可能なまちづくり」を進めるため、以下の４

つの戦略目標を設定します。 

               

         

戦略目標１ 雇用を生み出す環境を整備する 

      （多様な働き方、企業支援、産業振興、起業の活性化、農業振興） 

戦略目標２ 新たな人の流れや交流を促進する 

      （にぎわい創出、商店街活性化、地域のブランド化、観光振興） 

戦略目標３ 子育ち、子育てを応援する 

      （子育て支援、母子保健、教育環境） 

戦略目標４ 安全・安心で暮らしやすいまちをつくる 

      （交通施策、災害対策、治水対策、福祉施策、公共施設マネジメント） 
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第３期総合戦略は、総合計画における基本構想の将来像と基本目標の達成に向け、人口減少を正

面から受け止めつつ、本市に住む人、様々なステークホルダーが一体となり、楽しく、安心・安全に

暮らせる持続可能な元気城下町の形成をめざすものとします。 

また第３期総合戦略は、人口減少社会の中で分野を横断して取り組む施策を総合計画の基本計画

の分野別施策・行政運営施策と連動して設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分
野
別
施
策 

行政運営施策 

希望と誇りをつなぎ、新たな価値を生み出す元気城下町

やまとこおりやま

 

将来像 

目標１ 新たな価値やこれからの大和郡山の誇りにつながるまちづくり 

目標２ みんなが過ごしたくなる安心できるまちづくり 

目標３ まちが育んだ価値を知り、みんなが愛着を持ち、応援したくなるまちづくり 

基本目標 

第３期 

総合戦略 
○分野別施策と

連動 

○先導的な事業 

○まちの発展 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

こ
ど
も
・
子
育
て
支
援

教
育
・
学
校

健
康
・
食
育

地
域
福
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者
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援
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害
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男
女
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同
参
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業
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興
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災
・
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災
、

医
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生
活
安
全
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通

文
化
財
の
保
全
・
継
承
・
活
用

都
市
整
備

C 健全な行財政運営 B 情報発信、相談体制の充実 A 市民参画の推進 
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３．第３期総合戦略 

 

戦略目標１ 雇用を生み出す環境を整備する 

基本的方向 

時代に即した多様な働き方をはじめ、市内の各種産業の既存事業の経営安定化や人材の確保、

事業承継等を支援します。 

また、中心市街地などにおいて新たに事業を起こす起業家のチャレンジや、若い世代が魅力的

に感じる業種の起業・創業の支援に取り組むとともに、農業振興に努めます。 

 

数 値 目 標 

指標 現状値 目標値 

市内従業者数 

（民営事業所） 

令和３年度 

40,758 人 

令和 12 年度 

40,000 人 

 

施策の方向 

施策１－１ 多様な働き方と企業の経営安定支援 

多様な働き方を促進するとともに、求職者と企業・事業者のマッチングに取り組みます。 

安定した雇用と地域活力の創出のため、本市産業の特性である昭和工業団地をはじめとした製

造業の振興や企業・事業者それぞれの積極経営の支援、優秀な人材確保と人材育成の支援、事業承

継支援に取り組みます。 

また、昭和工業団地における人材確保やＰＲ活動、奈良工業高等専門学校の「地（知）の拠点」

としての活動など、それぞれの主体的活動がより一層充実できるよう、必要な場合には連携関係

の構築に取り組みます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

工場等設置奨励金交付件数 
令和３年度～令和６年度累計 

14 件 

令和８年度～令和 12 年度累計 

20 件 

製造品出荷額 
令和５年度 

4,901 億円 

令和 12 年度 

5,000 億円 
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具体的な取り組み・事業例 

○企業立地の促進 

○工場等設置奨励条例に基づく工場新設及び

増設への資金支援 

○誘致企業における雇用促進への助成 

○経営相談窓口の開設 

○人材育成支援 

○ハローワーク等との連携による人材確保の

支援 

○昭和工業団地協議会への市職員派遣による

振興支援 

○事業承継支援 

○雇用マッチング機会の創出 

 

 

施策１－２ 新たな産業振興と起業の活性化 

新規創業者の創業支援や、新たな事業にチャレンジするイメージを確立するため、開業資金融

資利子補助、創業場所となる物件紹介など、認定連携創業支援事業者である大和郡山市商工会を

はじめ地元商店街や金融機関等と連携し、地域が主体となった総合的な起業支援の仕組みづくり

に取り組みます。 

また、アクセスの利便性や立地等の特性を広くＰＲするとともに、市場環境の変化や新たなビ

ジネス機会の活用など、民間事業者のスピード感に対応できる地方創生に取り組むため、必要な

体制づくりを推進します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

創業関係講座の 

市内受講者数 

令和３年度～令和６年度累計 

92 人 

令和８年度～令和 12 年度累計 

125 人 

民営事業所数 
令和３年度 

3,300 事業所 

令和 12 年度 

3,400 事業所 

 

具体的な取り組み・事業例 

○創業支援事業計画を策定し、創業希望者への

ワンストップ支援体制の構築 

○新規創業者の創業支援資金利子補給 

○異業種交流による販路拡大の支援 

○産官学の連携強化 

 

○昭和工業団地内企業相互の情報交換及び連

携の支援 

○リノベーションまちづくり 

○トライアルスペース開設・運営事業 

○空き店舗ツアー 

○新しいワークスタイルの普及促進 
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施策１－３ 雇用を生み出す新たな農業の確立 

都市と農業環境とが調和している特性を活用し、農業を「雇用を生み出す産業」として確立する

ため、新規就農の支援や地産地消の推進、伝統野菜の栽培促進、地域の農産物情報の発信などに取

り組みます。 

また、生産者並びに販売・流通事業者が行う地産地消の推進、地元農産品のブランド力向上や販

売促進に向けた自立的な活動について、適切な協働関係のもとで必要な支援を検討し、取り組み

ます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

経営開始資金の給付者数 
令和４年度～令和６年度累計 

6 人 

令和８年度～令和 12 年度累計 

10 人 

遊休農地面積 
令和６年度 

21.3ha 

令和 12 年度 

17ha 

 

具体的な取り組み・事業例 

○新規就農者への支援 

○農業生産基盤の整備 

○多面的機能支払交付金事業 

○有害鳥獣駆除事業 

○農業経営所得の安定対策 

○農地中間管理事業 

○農産物販路拡大の支援 

○地域計画の作成支援 
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戦略目標２ 新たな人の流れや交流を促進する 

基本的方向 

本市の特性である歴史や文化に根付いた地域資源の活用と新たな賑わいを創出することで、ま

ちのブランドイメージの向上を図り、移住・交流・関係人口の拡大につなげます。 

 

数 値 目 標 

指標 現状値 目標値 

社会増減数 
令和２年～令和６年平均 

－31 人 

令和８年～令和 12 年平均 

±０人 

 

施策の方向 

施策２－１ まちのにぎわい創出 

駅周辺地区の再開発による新たな賑わい創出に取り組みます。 

市内商業の充実と魅力向上により、来訪者の増加や市内居住の快適性・利便性向上を図るため、

商店街の主体的なイベント・事業等への支援を継続・充実します。 

また、商業関係者と市内企業や事業者とのコラボレーションによるイベント開催など、次世代

を担う商店主等の主体的な活動を支援する仕組み構築に取り組みます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

商店街によるイベント・事業 

件数 

令和３年度～令和６年度累計 

10 件 

令和８年度～令和 12 年度累計 

15 件 

商品販売額（小売業） 
令和３年度 

858 億円 

令和 12 年度 

900 億円 

城下町エリア（商店街を中心と

したエリア）で空き家・空き店舗

を利活用した物件数 

令和６年度 

６件 

令和 12 年度 

９件 

 

具体的な取り組み・事業例 mar 

○商店街での活性化イベントへの支援 

○商店街の空き店舗対策の検討 

○リノベーションまちづくり 【再掲】 

○商店街のブランドイメージの再構築支援 

○商店街向けセミナー開催の支援 
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施策２－２ 地域ブランドの向上 

本市の歴史や文化に根付いた地域資源を活用し、これまでの取り組みを検証・継承するととも

に、全国金魚すくい選手権大会を核にした金魚が泳ぐまちづくりの一層の推進、郡山城天守台展

望施設など郡山城跡を活かしたまちづくりの推進、物語性を持った各種情報発信など、大和郡山

市らしさがあふれる地域ブランド向上に取り組み、移住・交流・関係人口の増加を図ります。 

また、リニア中央新幹線中間駅設置の提案による地域活性化をめざすとともに、それらの活動

を通じ、本市の各種ＰＲとブランドイメージの周知に取り組みます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

地域ブランド向上に関連する 

イベント開催数 

令和３年度～令和６年度累計 

44 回 

令和８年度～令和 12 年度累計 

80 回 

観光客数 
令和６年度 

861,479 人 

令和 12 年度 

1,000,000 人 

ふるさと納税額 
令和６年度 

４億 2,545 万円 

令和 12 年度 

５億円 

                

具体的な取り組み・事業例 

○金魚が泳ぐまちづくり事業 

○郡山城跡を活かしたまちづくり事業 

○地域ブランド創出事業 

○街なみ環境整備事業 

○ＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を

契機とした誘客促進 

○リニア中央新幹線中間駅設置の提案 

○情報マネジメントによる情報発信の充実 

○観光振興賑わい創出事業 

○移住・定住につながる情報発信 

○大和郡山ソリデール 

○ふるさと納税の推進 

○企業版ふるさと納税の推進 
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戦略目標３ 子育ち、子育てを応援する 

基本的方向 

地域、家庭、企業、行政の連携と役割分担により、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援

に取り組むとともに、地域の特色ある教育環境をより一層充実・展開し、子育てしたい憧れのまち

をめざします。 

 

数 値 目 標 

指標 現状値 目標値 

これからもこどもに大和郡山市

で育ってほしいと思う保護者の

割合 

令和６年度 

就学前児童 66.2％ 

小学生児童 68.8％ 

令和 12 年度 

就学前児童 76.0％ 

小学生児童 79.0％ 

 

施策の方向 

施策３－１ 子育てに関する支援の充実 

子育て中の親の働き方が多様化する中、保育や教育の充実に向け、こども計画に基づき教育・保

育サービス及び地域子ども・子育て支援事業の充実を図ります。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

待機児童数 
令和６年度 

５人 

各年度 

０人 

地域子育て支援拠点の 

利用者数 

令和６年度 

延べ 17,759 人 

令和 12 年度 

延べ 25,000 人 
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具体的な取り組み・事業例 

○民間保育園施設整備への支援 

○特別保育（一時保育・延長保育・病児保育・

休日保育）の実施 

○放課後児童健全育成事業 

○親子たんとん広場事業 

○ファミリーサポートセンター事業 

○子育て世代活動支援センターの整備 

○保育士の確保 

○こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事

業)の実施 

○障害児支援サービスの充実 

○ひとり親家庭に対する就職・キャリアアッ

プへの支援 

○ヤングケアラーの支援 

 

施策３－２ 妊娠・出産に関する支援の充実 

安心して出産・育児ができる環境の構築に向け、妊娠・出産期からの切れ目ない支援、子育てに

対する不安や負担を軽減する体制の充実等に取り組みます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

乳児家庭全戸訪問率 
令和６年度 

訪問率 96％ 

令和 12 年度 

訪問率 100% 

乳幼児健診受診率 

令和６年度 

４か月児 93.3% 

7 か月児 97.2% 

１歳 6 か月児 92.0% 

３歳児 92.8% 

令和 12 年度 

４か月児 100% 

7 か月児 100% 

１歳 6 か月児 95.0% 

３歳児 95.0% 

 

具体的な取り組み・事業例 

○妊婦及び乳幼児健康診査 

○風しんワクチン等予防接種の助成 

○産前産後支援事業（妊婦及び乳幼児への訪問

指導）の充実 

○保健指導の充実 

○健康教育（ママパパクラス、子育て教室等）

の充実 

○母子健康手帳の交付 

○歯科衛生士による妊産婦歯の相談 

○妊娠判定受診料補助事業 

○妊婦等包括相談支援事業 

○母子栄養食品給付事業 

○不妊治療・不育治療費助成事業 
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施策３－３ 教育環境の充実 

子育て世代の定住を促進するため、こども達が地域の中で心身ともに健全に成長できる本市ら

しい教育環境を構築し、確かな学力が身につく学校教育の充実と本市や地域、学校への愛着と誇

りを育てていきます。 

また、食育と栄養バランスの観点による学校給食を提供するとともに、不安や悩みを抱えるこ

どもに対する各種相談の充実に取り組みます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

地産地消食材を使用した 

学校給食献立の実施回数 

令和 6 年度 

59 回 

令和 12 年度 

59 回 

市内児童生徒数 
令和６年度 

5,405 人 

令和 12 年度 

4,448 人 

通級指導教室で指導を 

受けている児童生徒数 

令和６年度 

296 人 

令和 12 年度 

339 人 

 

具体的な取り組み・事業例 

○少人数学級及び少人数指導の充実 

○スクールカウンセラーの配置 

○特別支援教育支援員の配置 

○巡回相談員の配置 

○ＡＬＴ（外国語指導助手）の配置による英語

教育の充実 

○分教室「ＡＳＵ」等による不登校対策の充実 

○小、中学校給食の実施 

○学校給食における地産地消の推進 

○小中学校施設整備大規模改修事業 

○小中学校体育館空調設備設置事業 

○幼稚園園舎改修及び駐車場整備事業 

○通学路安全対策事業 

○スポーツ教育施設の改修事業 

○図書館における電子書籍の充実 

○学ぶ力を育てる教育環境の充実 

○こどもを対象とした講座の充実 

○おしごとフェスタの開催支援 

○多様な分野のボランティア活動の支援・促進 

○移住・就業・起業支援事業 

○キャリア教育の推進 

○スクールカウンセラーによる心のケアの充

実 
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戦略目標４ 安全・安心で暮らしやすいまちをつくる 

基本的方向 

交通事業者と連携した公共交通を整備し、誰もが暮らしやすい環境を構築するとともに、防災・

減災、防犯体制の充実による安全・安心のまちづくりを進めます。 

また、公共施設を適切に維持・管理するとともに、持続可能な行政運営に努めます。 

 

数 値 目 標 

指標 現状値 目標値 

これからも大和郡山市に 

住んでいたいと思う市民の割合 

令和６年度 

70.9% 

令和 12 年度 

75％ 

 

施策の方向 

施策４－１ 公共交通環境の整備・充実  

本市の定住都市としての魅力を保つため、関係する交通事業者と連携を図り、駅周辺の整備や

市内を縦断する鉄道網及びバス交通の利便性向上に取り組みます。 

また、中心市街地における城下町特有の自動車通行の不便さ解消など、都市計画道路をはじめ

とした主要道路の拡幅・整備に取り組みます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

コミュニティバス等の利用者数 
令和６年度 

29,008 人 

令和 12 年度 

29,000 人 

歩道のバリアフリー化の 

実施距離 

令和３年度～令和６年度累計 

953m 

令和 8 年度～令和 12 年度累計

1,000m 

 

具体的な取り組み・事業例 

○近鉄郡山駅及び近鉄平端駅周辺地区におけ

るまちづくりの推進 

○立地適正化計画に基づく誘導施策の実施 

○リニア中央新幹線中間駅設置の提案（再掲） 

○都市計画道路整備等事業 

○デマンドタクシー 

○交通安全施設等整備事業 

○コミュニティバス運行事業 

○高齢運転者免許自主返納推進事業 

○福祉タクシー助成事業 

○駅周辺の歩道のバリアフリー化 



 

94 

施策４－２ 安全・安心なまちづくり 

本市に定住・訪問、もしくは事業所を立地するための基本的な条件となるまちの安全・安心を確

保するため、地域自らの災害時の対応力向上や防犯力向上を支援するとともに、自然災害に強い

まちづくりに取り組みます。 

また、市民が生涯にわたって地域の中で安心して暮らし続けられるよう、こどもから大人、高齢

者まで、支援を必要とする人が問題等を解消しながら暮らせるまちづくりに取り組みます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標 現状値 目標値 

自主防災組織活動事業費 

補助金の活用組織数 

令和６年度 

66 組織 

令和 12 年度 

70 組織 

認知症サポーター養成講座の

受講者数 

令和６年度 

延べ 1,030 人 

令和 12 年度 

延べ 1,100 人 

 

具体的な取り組み・事業例 

○自主防災組織の活動支援 

○災害時要支援者システムの充実 

○防犯カメラ設置の推進 

○防災コンテナ、備蓄品等の充実 

○防災情報や不審者情報を登録者に配信する

市民安全メールの充実 

○既存木造住宅の耐震診断助成、既存木造住

宅の耐震改修助成 

○河川整備事業（市内一円及び特定排水路の

維持補修及び浚渫工事等） 

○治水事業 

○公共下水道整備事業 

○BCP 計画等、リスクマネジメントに関する計

画の策定 

○包括的な支援体制の構築・強化 

○地域の課題解決力の向上 

○子育て支援の地域連携・ネットワーク形成

の推進 

○子育て世代活動支援センターの整備 

○認知症の人の社会参加、発信支援 
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施策４－３ 持続可能な行政運営の推進 

公共施設や社会基盤施設等の適切な維持・管理、時代に即した新たな整備や用途見直し等を計

画的に進めるとともに、清掃センターや衛生センターの安全かつ効率的な運転管理、各種公共施

設や社会基盤施設の耐震及び改修・維持補修事業などに取り組みます。 

また、持続可能な行政運営を図るため、多様な主体との連携や行政におけるＤＸを推進してい

きます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）  

指標 現状値 目標値 

公共施設等長寿命化事業 

実施件数 

令和３年度～令和６年度累計 

12 箇所 

令和 8 年度～令和 12 年度累計 

27 箇所 

下水道ストックマネジメント計画

に基づく改築実施延長 

令和３年度～令和６年度累計 

211.3m 

令和 8 年度～令和 12 年度累計 

750ｍ 

民間事業者との協定締結数 
令和６年度 

99 件 

令和 12 年度 

120 件 

 

具体的な取り組み・事業例 

○公共施設等総合管理計画に基づく事業の推

進 

○橋梁耐震補強及び長寿命化事業 

○市内一円の市道維持補修事業 

○都市公園長寿命化事業 

○下水道管路施設及びポンプ場施設改築事業 

○電子申請システムの拡充 

○民間活力の活用（リノベーションまちづく

り）【再掲】 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
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計画の策定経緯 

 

年月日 内容 

2024 年 11月５日 第１回大和郡山市第５次総合計画（前期基本計画）策定委員会 

①第５次総合計画策定方針について 

②アンケート調査について 

③ワークショップの実施にあたって 

④後期基本計画の点検・評価について（依頼） 

2024 年 12月６日～ 

2024 年 12月 25日 

新たな総合計画づくりのための市民意識調査の実施 

市内に居住する 20歳以上の男女から 3,500 人を無作為抽出 

配布数 3,500 人 有効回収数 1,366 件 有効回収率 39.0％ 

2025 年１月 25日 第１回大和郡山市第５次総合計画策定に向けたワークショップ 

○ワークショップの目的 

○総合計画と大和郡山市の状況 

○グループワーク 

 テーマ 大和郡山市の「いいところ」と「頑張った方がいいところ」 

○グループ発表 

2025 年２月２日 第２回大和郡山市第５次総合計画策定に向けたワークショップ 

○第１回目の振り返り 

○グループワーク 

 テーマ 大和郡山市の未来の姿 

○グループ発表 

2025 年２月８日 第３回大和郡山市第５次総合計画策定に向けたワークショップ 

○第２回目の振り返り 

○グループワーク 

 テーマ ミライの姿の実現に向け、大和郡山市みんなでできること 

○グループ発表 

2025 年３月 24日 第２回大和郡山市第５次総合計画（前期基本計画）策定委員会 

①大和郡山市第５次総合計画基本構想・前期基本計画体系案について 

②将来像について 

③人口シミュレーションについて 

2025 年８月８日 第３回大和郡山市第５次総合計画（前期基本計画）策定委員会 

①大和郡山市第５次総合計画 基本構想（案）について 

②大和郡山市第５次総合計画 前期基本計画（案）について 

2025 年８月 19日 第１回大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 

①大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証について 

②地方創生関連交付金事業の検証について 

③大和郡山市第５次総合計画基本構想（案）について 
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年月日 内容 

2025 年 11 月 10日～

2025 年 11月 21日 

大和郡山市第５次総合計画基本構想（案）に対するパブリックコメントの

実施 

2025 年 12月１日 第２回大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討会議 

①第３期大和郡山市総合戦略（案）について 

2025 年 12月 17日 大和郡山市第５次総合計画基本構想を市議会定例会へ提案・議決 

2025 年 12月 23日 第２回大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 

①第３期大和郡山市総合戦略（案）について 

2026 年１月９日～ 

2026 年１月 30日 

大和郡山市第５次総合計画前期基本計画（案）に対するパブリックコメン

トの実施 
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ワークショップの概要 

 

大和郡山市第５次総合計画（基本構想・前期基本計画）の策定にあたり、大和郡山市がめざすべき

姿（まちの将来像）や今後のまちづくりに対する意見やアイデアをいただくことを目的に実施しま

した。 

令和６年 12 月に実施した市民アンケート調査の際、ワークショップの開催案内を同封し、参加を

募るとともに、市ホームページにワークショップ開催に関する記事を掲載し、参加の募集を図りま

した。 

 

年月日 テーマ 

第１回 

2025 年１月 25日 

第１回大和郡山市第５次総合計画策定に向けたワークショップ 

○ワークショップの目的 

○総合計画と大和郡山市の状況 

○グループワーク 

 テーマ 大和郡山市の「いいところ」と「頑張ったほうがいいところ」 

○グループ発表 

第２回 

2025 年２月２日 

第２回大和郡山市第５次総合計画策定に向けたワークショップ 

○第１回目の振り返り 

○グループワーク 

 テーマ 大和郡山市の未来の姿 

○グループ発表 

第３回 

2025 年２月８日 

第３回大和郡山市第５次総合計画策定に向けたワークショップ 

○第２回目の振り返り 

○グループワーク 

 テーマ 未来の姿の実現に向け、大和郡山市みんなでできること 

○グループ発表 

 

参加者氏名 

大中 拓也 

木村 元 

清水 智弥 

杉本 さよ美 

馬場 麻紀 

堀江 和敏 

松本 ふみよ 

八木 孝文 

（五十音順・敬称略）  
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第１回 大和郡山市の「いいところ」と「頑張ったほうがいいところ」 

 

 

 

 

 

 

 

A 班 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…いいところ 

…頑張ったほうがいいところ 

観光実はしやすい！

ぶらぶら歩ける
（半日くらい）

金魚すくいは
いつでもできる

平地
歩きやすい

お金をかけず
観光ができる

若者が集まる
理系の人材発掘

高専ある
学校が多い
⇒若者が多い

お寺・神社観光地

お金も
かからない

歴史的
価値のある
建物が多い

お城
筒井城・群山城

片桐城

柳沢文庫
郡山城

キレイになった

町家物語館

お金は？
維持費
大丈夫？

観光地多い

JR・近鉄
どっちもある

駅－近鉄（５駅）

大阪・京都
アクセスよし

駅が多い
JR郡山
大和小泉
近鉄郡山

九条・筒井…

スーパー多い
買い物しやすい

イオンモール
大和郡山

飲み屋さん多い
（筒井）

祭り（ソフト面）も充実

お城まつり
（桜）

金魚
金魚すくい大会

盆梅展
大和な

ひなまつり

農産物の
知名度が無い

地産地消を
すすめる

スギテック
（ランドセルの
とめる部品）

工場が多い

黄金糖

特産物豊富

大和丸なす れんこん

いちご いちじく

ブランディング
食べ方紹介

市場

横（東西）の移動が不便

バス不便

交通の便が不便

バスの本数
だけでなく
路線を

増やしてほしい 一方通行多い

駅前さみしい 夜間、暗い道
が多い

飲み屋さんが
少ない

（近郡山）
（JR郡山）

金魚資料館
へのアクセス
をもっと良く

柳町
日曜開いてない

年中楽しめる
ものが少ない

柳町通り
活気を

上げてほしい

図書館
南部の所に

大きいのほしい
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B 班 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…いいところ 

…頑張った方がいいところ 

金魚

金魚が有名
都会すぎず
田舎すぎない

学校と地域のつながり

小学校に地元の大人の方が
放課後活動関わってくれている

めだか教室

交通

京都も大阪も
１本

施設

図書館がステキ

城ホールがステキ

近鉄とJRが
あり便利

交通アクセス
が良い

交通の便が
良い

（通路・鉄道）

ゴミ出しの
分別がラク

買い物・店

買い物が便利

大きい店も
スーパーも
あちこちに

生活に必要な
ものは

すべて揃う

個人経営の
すてきな

お店がある！

観光

焼き物・染め物体験できる

あかはだ焼、あい染め（はこもと館）

２０２６年大河ドラマ

城跡がステキ
（お城まつりも）

桜がキレイ

イベント

お城祭りなどの
イベントが多い

イベントが多い

やまとのひなまつり
音楽祭

りゅうしんくん祭り
金魚ストリート etc…

最近新しく
始まったものを！

中学校吹奏楽部で
他の学校・地域の方と
関われて良かった

（音楽祭）

中小企業
支援してほしい

あるきにくい

通学路安全
歩道なくて大型トラック

駅前が歩きにくい

自治会

自治会が脱退者だらけで
崩壊寸前

自治会の負担

交通

お年寄りのタクシー、バス
便利になってほしい
（買い物支援も）

25号の渋滞

ゴミ収集が
少ない

子どもの
みまもり活動
支援してほしい

図書館の本が
古い・少ない

高齢化

市街地以外の
開発遅れてる

まちづくり

公園緑地少ない
（昭和工業団地）

まちづくりが弱い

中途半端

点ではなく線で

空き家

空き家多い

空き家・空き家予備軍の
点検

休耕地

休耕地の整理

昔はいちじく、いちご
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第２回 大和郡山市の未来の姿 

A 班 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 班 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安全
便利

交通
市内を循環する自動
運転バス？がある

運転しなくてもよい
↓

安全

お年寄の
移動支援

駅の移転に伴い
駅前が歩きやすくなる

歩車分離

お買物
お年寄のコミュニティごと
買物支援
宅配支援 充実

安心
自然環境
動植物 保全

子どものための
施設、イベント

子育て 手厚く 関わる
カウンセラー 人 多様に
多く 保健師さんとか
人的支援

緑 陰 多く
公園

たんとん
・土曜日にも
・もっとアクセスしやすく
働くお母さんが楽に

人口少なくても
子どもが
１番大事！

子どもが
安心して遊べる 小さい子を連れて

帰ってきやすいまち

南部にも
大きな図書館
がある

子ども

「もったいない」
をなくす

まちづくり
よくできたまち

都市計画が進む
農地、住宅地、

工業地など分ける

まち中の狭い道は
↑歩きやすく

活かしつつ国道との
アクセス

交通安全
通学路の見直し
歩道
危険個所なくす

見通しの悪い交差点
なくす、ミラーなど

観光
歩きたくなる

住み分け？
全体をみたスマートな

都市計画

メリハリ
観光 住む
城下町 農地
統一感

近鉄郡山に特急が
停まるようになる
交通が便利に

桜が増えキレイな街
（老木を植替え）

個人的なことで…
音楽祭が続いてほしい
みんなの知るイベント
として

城下町

見た目に統一感が
あれば住宅地でも
歩きたくなる

街のデザインを
統一（お金の助
成もあればいい）

魅力

どんなまちにしたいか
共通認識があると
よいまちになるのでは

情報発信
・市から
・各自SNS

活気

独自性が魅力に！

「あれをきっかけで通
うようになった」

「あれがきっかけで住
んじゃった」

大河にのっかるだけ
でなく長期的な視点

よくできたまち
（いろいろな意味で）

←個人経営の小さ
い店が続いている

こと ！

買い物
個性的な店が

増える

・お客さんがたくさん
来るように

・歩く道を歩けるように

働く
中谷酒造の店

知らない人が多く
もったいない

住んでいると
気がつかない
いい所がある

地図（地名）を
見ているだけで

おもしろい

働きやすい
街

どの世代も
主役

明るい街に
してほしい

若い声が
あふれる

街灯で
町を明るく

全世代が
いきいき

健康に力を
入れている町

老人が元気な町
イキガイのある町

人の集まり
やすいイベントを
増やしてほしい

若い世代が
多く住む

子育てに
優しい町

定住
したくなる

便利な町
（交通・お店・買い物）

戻ってきたく
なる町

丁度良い
田舎

ちょうどええ町

現状・未来のめざす姿

中途半端 脱却

歴史 金魚

観光

歩ける町
（観光モデル
コースづくり）

金魚がシンボル
城がシンボル

隠れ金魚探し

金魚の
ブランド力

城下町

城下ではない
エリアも

歴史ある
城下町

城下町
歴史の深い町

未
来
に
つ
な
ぐ
（発
展
さ
せ
た
い
）

リソース

交通 働く場所
（働きやすい町）

農業振興
（再興？）

歩行者・自転車・
バス・電車・車・
バイクが共存
できる町

若い力
（高技生も・学生
だけでなく）

産業の復興

スタートアップ
がしやすい町

公共交通機関で
移動しやすく
なってほしい

工場への
通勤経路

空き家の活用

工業団地
（車で通わない
といけない）

市内で
行き来しやすい

サイクリングロード
ブランド力向上

多言語対応
（お店が対応できる

バックアップ）

教育の一環として
外国語教育を行う

課
題
解
決

にぎわい

年代問わず
参加できる

イベントが多い

人が集まる
イベント

イベントで
交流ができる

★

★
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第３回 未来の姿の実現に向け、大和郡山市みんなでできること 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ちょうどええ町 よくできた町

都市計画

豊かさ

生きがい 働きやすさ 働きがい

憩い

若い力

便利

安全

知る

知らせる

よりどころ

市民団体（プラットフォーム）
意見吸い上げ隊
行政だけではなく

民間の市総合計画（協働）

大和郡山市を知る、
白地図に色をつける感じ

大和郡山市が好きと言える（迷わず）

市内コンビニに広報誌等の設置

市街地（？）以外を知る

あらゆるマップ
をWEBで公開
（とりまとめ）

マップが多い
統一する（？）

学生の長期間の（1か月とか）職業体験の機会の創出、
市内産業知るチャンス、若者に魅力

イベント
市民全員がイベ
ント仕掛け人

歴史・金魚は
資源

市民全員が
PR大使

金魚をつかった
飾りを町中に置
く（金魚ミュー

ジアム）

お店（個性的）
がほしい

行政・
市民など
の連携
ワーク
ショップ
など

市内外に
向けての
情報発信

UP

発信力を
高める
地域内・
外どちら

も

城と城下町の
保存、観光に
力を入れる

マンガ

ランドマークの
設置

ライブ
配信

語り部
発信ツール

音声
ラジオ

近鉄郡山近辺の
観光整備

SNS

“学校”の
有効活用

二次元コード
（情報のデジタ

ル化）

多言語対応
(若い力で)

（タイパ）
動画でも良いが二次元コードから一

目でわかる資料

子どもの教育
（次世代）と支援

お金（税金）を確保
税収アップ！ふるさと納税 通学路

安心安全に登校できる

夜道を明るく

交通アクセス
駅前・城下町と市内全域を

つなぐ

歩きやすいまち
徒歩・自転車・車・バイク・バ

ス・電車が共存
〇安全確保

〇スペース確保

公園の維持管理 シルバー人材？

シルバー人材高齢者の方の
スキル・道具の活用

市内を移動しやすく
（ボランティア、自動運転）

JR郡山

近鉄郡山連携

東屋等の管理強化
（市民による当番制）

子連れの家族が安心
して通れるような道
路（歩道）の整備

高齢者の生きがいの場所 高齢者向けコミュ
ニティバス

子どもや高齢者の
安心安全、交通、

治安
交通

東西の路線

図書館、移動図書
南部公民館の近くに

建設してほしい

行政公園を
計画的に作る

バランスよいまち
産業振興（農業・工業・商業）

全世代・全エリア
観光PR（市外への魅力発信）

自然保護
ヤマトタチバナ
ゼニタナゴ？

矢田山の生き物

子どもあそ
び場 遊具

ベンチャー企業に
起業しやすい設備

屋外で屋根があり、
休憩できる場所

子育てしやすい
制度、インフラ

年代にかかわらず
交流できる場

郡山インター近辺の
工場規制緩和

農地・住宅地の集約

スマートCity化
インフラ

交通・電気・ガス・水道・ゴ
ミ・図書館etc.）

全世代にとって
住みやすい町づくり

※カラーボックスは主表題、白黒ボ

ックスは取り組みを示しており、

主表題に関連する取り組みには同

色の●をつけています。 
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大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 大和郡山市の人口ビジョン並びに総合戦略の策定及び推進にあたり、広く関係団体等の意

見を聴くため、大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議（以下「推進会議」という。）

を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 総合戦略の策定に係る検討に関すること。 

⑵ 総合戦略に掲げる施策の効果検証に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員 10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 産業関係の団体から推薦された者 

⑵ 教育機関から推薦された者 

⑶ 金融機関から推薦された者 

⑷ 労働関係機関から推薦された者 

⑸ 住民で組織する団体から推薦された者 

⑹ 副市長 

⑺ その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。 

 

（会長） 

第４条 推進会議に会長を置く。 

２ 会長は、副市長をもって充てる。 

３ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

 

（会議） 

第５条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、総務部企画政策課において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年５月８日から施行する。 
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大和郡山市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員名簿 

 

区分 役職 所属 氏名 

住民代表 委員 大和郡山市自治連合会 会長 植村 俊博 

住民代表 委員 郡山女性ネットワーク 会長 亀岡 静代 

産業界 委員 大和郡山市商工会 副会長 吉川 惠司 

産業界 委員 昭和工業団地協議会 会長 川端 章代 

行政機関 会長 大和郡山市 副市長 中尾 誠人 

教育機関 委員 
奈良工業高等専門学校 

産学協働・地域創生研究センター長 
山田 裕久 

金融機関 委員 奈良信用金庫 理事長 菊澤 竜一 

金融機関 委員 南都銀行 郡山支店 次長 松井 智広 

労働団体 委員 連合奈良西和地域協議会 事務局長 木村 和弘 

※順不同、令和７年 12月時点 
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用語解説 

 

 あ  

ＩＣＴ 

Information & Communications Technology の略で、情報通信技術をいいます。 

 

アクセシビリティ 

年齢や障害の有無に関わらず、誰でも必要な情報に簡単にたどり着け、利用できることをいいま

す。 

 

アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ） 

Advance Care Planning。人生の最終段階において、本人の意思に沿った医療・ケアが行われるよ

う、医療やケアについて繰り返し話し合う取り組みをいいます。 

 

ＡＳＵ 

本市では、市内小・中学校に在籍する不登校児童生徒の主体的な活動を大切にしながら、社会性や

相互の人間関係を築いていく力を育み、社会的自立を促す教育を推進するため、郡山北小学校・郡山

中学校分教室「ASU」を設置しています。 

 

アンコンシャス・バイアス 

過去の経験や見聞きした事柄から、自分自身が気付かないまま無意識の偏見や思い込みによって、

偏ったモノの見方をしてしまうこと。 

 

インクルーシブ教育 

人間の多様性の尊重等を強化し、障害のある人が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度ま

で発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的のもと、障害のある人と

障害のない人がともに学ぶ仕組みをいいます。 

 

ＳＮＳ 

Social Networking Service の略で、インターネット上の交流を通じて、社会のネットワークを構

築するサービスをいいます。 

 

ＮＰＯ 

Nonprofit Organization の略で、非営利組織をいい、営利を目的とせず、福祉・まちづくり・環

境保全などの社会貢献活動を行う民間組織の総称です。 
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 さ  

３Ｒ 

｢ごみを出さない｣｢一度使って不要になった製品や部品を再び使う｣｢出たごみはリサイクルする｣

という廃棄物処理やリサイクルの優先順位のことをいいます。｢リデュース(Reduce＝ごみの発生抑

制)｣｢リユース(Reuse＝再使用)｣｢リサイクル(Recycle＝再資源化)｣の頭文字を取り、「３Ｒ」と呼ば

れます。 

 

シティプロモーション 

地域の魅力を創造し、地域の内外へと広めることで地域イメージをブランド化し、観光客や転入

者を増やすことをいいます。 

 

シビックプライド 

市民のまち（大和郡山市）に対する誇りや愛着、そして地域社会に貢献しようとする意識のことを

いいます。 

 

 

 た  

ダブルケア 

親の介護と子育てを同時期にする状態のことをいいます。 

 

ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション） 

ビッグデータやモビリティ、クラウドなどの新しいデジタル技術を活用し、市場や利用者のニー

ズを踏まえ、組織の変革も伴いながら、新しいサービスやビジネスモデルを創出し、競争上の優位性

を確立するような取り組みを指す概念。業務の単なるデジタル化とは概念が異なる。 

 

 は  

ハザードマップ 

万一の水害に備え、避難場所や避難経路、予測される浸水深、緊急連絡先、水害時の心得などを書

き込んだ地図のことをいいます。 

 

8050（はちまるごーまる） 

ひきこもりの子を持つ家庭が高齢化し、50 歳代の中高年のひきこもりの子を 80 歳代の後期高齢

者の親が面倒をみるケースが増えているという社会問題のことをいいます。 

 

バリアフリー 

高齢者・障害のある人等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）す

ることで、物理的・社会的・制度的・心理的な障壁、情報面での障壁など、すべての障壁を除去する

という考え方のことをいいます。 



 

109 

序
論 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

人
口
ビ
ジ
ョ
ン 

第
３
期
総
合
戦
略 

資
料
編 

 

 

ＰＰＰ 

Public Private Partnership の略で、公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームを PPP

（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）と呼びます。PPP の中には、PFI、指

定管理者制度、市場化テスト、公設民営（DBO）方式、さらに包括的民間委託、自治体業務のアウト

ソーシング等も含まれます。 

 

フレイル 

年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が低下して、要介護状態に近づくことをいい、対

策をとれば、健康な状態に戻ることも可能です。 

 

 わ  

ワークショップ 

参加者が自発的に作業や発言を行える環境の中、進行役を中心に、参加者全員が体験する形で運

営される話し合いの形態をいいます。 

 

ワーク・ライフ・バランス 

仕事にやりがいや充実感を感じ、責任を果たしながら、家庭や地域生活においても、子育てや介護

など、人生の各段階に応じて多様な働き方を実現し、個々の生活を充実させることをいう。 
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